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○議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

      （諸般の報告） 

 日程第 ２ 一般質問   ３番 大 江 道 男 君 

日程第 ３ 承認第１２号 専決処分の承認について〔令和３年度美幌町一般会計補正予 

算（第６号）〕 

 日程第 ４ 同意第 ５ 号 美幌町職員懲戒審査委員会委員の任命について 

 日程第 ５ 諮問第 ２ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第 ６ 議案第５６号 美幌町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について 

 日程第 ７ 議案第５７号 美幌町情報公開条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第 ８ 議案第５８号 美幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について 

日程第 ９ 議案第５９号 美幌町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例制定につ 

いて 

日程第１０ 議案第６０号 美幌町ゆうあいセンター条例の一部を改正する条例制定につ 

いて 

日程第１１ 議案第６１号 美幌町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例 

の制定について 

 日程第１２ 議案第６２号 令和３年度美幌町一般会計補正予算（第７号）について 

 日程第１３ 議案第６３号 令和３年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

について 

 日程第１４ 議案第６４号 令和３年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ 

いて 

 日程第１５ 認定第 １ 号 令和２年度美幌町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第１６ 認定第 ２ 号 令和２年度美幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 日程第１７ 認定第 ３ 号 令和２年度美幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

について 

 日程第１８ 認定第 ４ 号 令和２年度美幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

              て 

 日程第１９ 認定第 ５ 号 令和２年度美幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて 

 日程第２０ 認定第 ６ 号 令和２年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 日程第２１ 認定第 ７ 号 令和２年度美幌町水道事業会計決算認定について 

 日程第２２ 認定第 ８ 号 令和２年度美幌町病院事業会計決算認定について 

 日程第２３ 意見書案第８号 特別支援学校の実効ある設置基準の策定及び特別支援学級の 

学級編制標準の改善を求める意見書について 

 日程第２４ 意見書案第９号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守る 

ための意見書について 

日程第２５ 意見書案１０号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を 

             求める意見書について 
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日程第２６ 意見書案第１１号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書について 

日程第２７ 意見書案第１２号 コロナ禍における農畜産物の消費拡大及び高温・干ばつによ 

             る農作物被害対策を求める意見書について 

日程第２８ 報告第１０号 健全化判断比率について 

日程第２９ 報告第１１号 資金不足比率について 

日程第３０ 報告第１２号 放棄した債権の報告について 

日程第３１ 報告第１３号 令和２年度教育委員会の主な事務の管理及び執行状況の点検 

・評価の報告について 

日程第３２ 報告第１４号 専決処分の報告について（町道第５４９号道路上の車両破損 

事故による損害賠償） 

日程第３３ 報告第１５号 例月出納検査報告について（５月～７月分） 

日程第３４ 閉会中の継続調査について 

 

○出席議員 

     １番 戸 澤 義 典 君      ２番 藤 原 公 一 君 

     ３番 大 江 道 男 君      ４番 髙 橋 秀 明 君 

     ５番 木 村 利 昭 君      ６番 伊 藤 伸 司 君 

     ７番 坂 田 美栄子 君  副議長 ８番 岡 本 美代子 君 

     ９番 稲 垣 淳 一 君     １０番 古 舘 繁 夫 君 

    １１番 上 杉 晃 央 君     １２番 松 浦 和 浩 君 

    １３番 馬 場 博 美 君  議 長１４番 大 原   昇 君 

 

○欠席議員 

なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美 幌 町 長        平 野 浩 司 君 
教 育 委 員 会        
教 育 長 

矢 萩   浩 君 

  監 査 委 員        髙 木   清 君   

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

副 町 長        髙 﨑 利 明 君 総 務 部 長        小 室 保 男 君 

町民生活部長 後 藤 秀 人 君 福 祉 部 長 河 端   勲 君 

経 済 部 長        石 澤   憲 君 建 設 部 長 那 須 清 二 君 

病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 事務連絡室長        志 賀   寿 君 

会 計 管 理 者        西   俊 男 君 総 務 課 長 関   弘 法 君 

危機対策課長 弓 山   俊 君 政 策 課 長 斉 藤 浩 司 君 

財 務 課 長 吉 田 善 一 君 町民活動課長 佐々木   斉 君 

戸籍保険課長 
選挙管理委員会事務局長 

立 花 良 行 君 税 務 課 長 菅   敏 郎 君 

社会福祉課長 片 平 英 樹 君 保健福祉課長 中 尾   亘 君 
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農林政策課長 
農業委員会事務局長 

田 中 三智雄 君 みらい農業課長 午 来   博 君 

商工観光課長 影 山 俊 幸 君 建 設 課 長 御 田 順 司 君 

環境管理課長 鶴 田 雅 規 君 上下水道課長 石 山 隆 信 君 

病院総務課長 以 頭 隆 志 君 地域医療連携課長 高 山 吉 春 君 

事務連絡室次長 横 山 聖 二 君 教 育 部 長 遠 藤   明 君 

学校教育課長 多 田 敏 明 君 学校給食課長 佐々木 鑑 仁 君 

社会教育課長 松 尾 まゆみ 君 スポーツ振興課長 浅 野 謙 司 君 

博 物 館 課 長 鬼 丸 和 幸 君 監査委員事務局長 遠 國   求 君 

監査委員事務局次長 小 室 秀 隆 君   

 

○議会事務局出席者 

  事 務 局 長        遠 國   求 君   次     長 小 室 秀 隆 君 

  議 事 係 長        高 田 秀 昭 君   庶 務 係 長 村 田   剛 君 

  庶 務 係 新 田 麻 美 君 
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午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら、令和３年第７回美幌町議会定例会、第

３日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、８番岡本美代子さん、９番

稲垣淳一さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。 

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。 

３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君）〔登壇〕 私は通告

をしております３点について、以下質問を

いたします。 

一つ目は、新型コロナ感染対策について

であります。 

その一つは、美幌町内での感染状況につ

いてお聞かせいただきます。 

第５波の感染状況及び入院等療養状況に

ついてでありますが、オホーツク地方や美

幌町の感染状況は、北海道の週単位の発表

の範囲では、年齢や症状の程度、入院等療

養状況は不明となっております。 

北海道に美幌町の感染状況を照会し、対

策の参考としているかと思いますが、把握

している状況をお示しいただきたいと思い

ます。 

二つ目は、１２歳未満の感染防止対策に

ついてであります。 

１２歳未満の子供へのワクチン接種計画

がない中で、１０歳代以下の新規陽性者は

７月半ばから５週間で９倍と、第５波に入

ってデルタ株による急速な感染拡大が続い

ておりまして、保護者から大変大きな不安

の声が広がっています。 

次の点についてお尋ねします。 

一つは、検査の実施についてでありま

す。 

基本的に１２歳未満の子供、教職員、保

護者を対象に、無料のＰＣＲ検査または抗

原検査の頻回実施を行うべきと考えます

が、いかがでしょうか。 

二つ目は、小中学校及び幼稚園・保育所

対策についてであります。 

教職員、保育士、学童保育所指導員など

のワクチン接種の促進、不織布マスクの着

用徹底、３密防止、換気の徹底、日常の健

康状況チェックなどが必要とされています

が、美幌町での対応をお示しいただきたい

と思います。 

大きな２点目は、国保税減免について伺

います。 

その一つは、基金活用によります国保税
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引き下げについてであります。 

美幌町の国保会計は、従来から必要以上

の基金が積み立てられていると考えていま

す。 

国保加入者の多数を占める退職者、失業

者、零細な事業者は、コロナ禍の中で生活

苦にあえいでいることから、令和２年度末

１億９,８４１万８,０００円のこの基金を

活用して保険税の引き下げに踏み切るべき

と考えますが、いかがでしょうか。 

２点目は、子供の均等割額の減額拡大に

ついてであります。 

収入のない子供に課税する均等割課税に

ついては、従来から子供が増えれば税額が

増えると批判が集中している中でございま

す。 

ようやく国も来年度から就学前の子供の

均等割額の５割の減額を実施いたします。 

美幌町では基金を活用し、せめて子供の

均等割額の減額を１８歳まで拡大すべきと

考えますが、いかがでしょうか。 

３点目は、ワーケーション対応住宅につ

いて伺います。 

ワーケーション対応住宅の建設について

であります。 

一つは、みどりの村への建設計画以降の

取組について、今日までの役場内外の検討

状況をお示しいただきたいと思います。 

二つ目は、町民からの意見集約について

であります。 

国の補助があり、町民的には積極的な意

見があることから、仮称ワーケーション団

地を美幌町内に計画的に建設し、大都市圏

からの移住を具体化するため、積極的に町

民の意見を集約すべきと考えますが、いか

がでしょうか、伺います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 大江議員

の御質問に答弁いたします。 

新型コロナ感染対策について。 

美幌町内での感染状況についてですが、

美幌町内での第５波の感染状況及び入院等

療養状況の御質問でありますが、北海道で

は、個人情報の保護に配慮し、６月２０日

以降の公表より、個人ごとの公表から振興

局または全道での公表に変更されておりま

す。 

具体的な公表の内容でありますが、毎週

月曜日に市町村ごとの７日間累計感染者数

が公表されております。 

美幌町で把握している感染状況等であり

ますが、６月２０日以降から９月４日まで

の累計感染者数は、北海道の公表により１

６名となっておりますが、感染者数以外の

状況については、北海道が公表しておりま

せんので、御理解をお願いいたします。 

次に、１２歳未満の子供、教職員、保護

者を対象とした無料のＰＣＲ検査・抗原検

査の頻回実施についての御質問であります

が、美幌町で感染者が発生した場合、北見

保健所による濃厚接触者や低リスク接触者

に対してＰＣＲ検査が実施されています。 

また、ＰＣＲ検査の対象外となった方に

ついては、本町が独自で実施しております

抗原検査キットによる検査を実施しなが

ら、早期発見、早期対応に努めており、現

状では、無症状者等の頻回検査の実施は考

えておりませんので、御理解をお願いいた

します。 

次に、小中学校及び幼稚園・保育所対策

についての御質問でありますが、教職員、

保育士、学童保育所指導員などのワクチン

接種については、教育施設等の職員から児

童生徒への感染が懸念されたことから、集

団接種等における接種枠の拡大を行いなが

ら、６月２８日からワクチン接種を希望す

る対象者へ接種を進め、９月７日現在で、

小・中・高の教職員対象者２２４名のう

ち、希望される職員１６８名の全員が２回

接種を終了し、民間施設を含めた児童福祉

施設については、対象者１７３名のうち、

希望される職員１７１名中１５６名、９１.

２％が２回接種を終了している状況であり

ます。 
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教育施設等における主な感染対策につい

ては、登校・登園前における家庭内での検

温、また、登校・登園後は健康状態のチェ

ック、マスクの着用、手洗いの徹底、教室

等の消毒作業や換気の実施、行事等の見直

しによる３密回避などの対策を実施してお

ります。 

第５波は、デルタ株の感染拡大により感

染者の年齢構成が高齢者から中高年、若年

層へと移行している状況にありますが、こ

れまで以上に感染対策の徹底、周知を図り

ながら、町民の皆様の命と健康を守るため

の対策を講じてまいりますので、よろしく

お願いいたします。 

次に、国保税減免について。 

１点目の基金活用による国保税引き下げ

についてですが、美幌町では、令和２年度

から新型コロナウイルス感染症の影響によ

り死亡、重篤な傷病を負った方や収入が減

少した方を対象に、令和３年８月末現在

で、３４世帯６０９万４,１００円の国民健

康保険税の減免を行い、加入世帯の負担軽

減を図っているところであります。 

保険税の税率見直しにつきましては、令

和４年度以降に予定しておりますが、国民

健康保険を共同で運営する北海道から国民

健康保険運営方針が示され、保険税の全道

統一化を目指すため、算定方式を所得割、

資産割、均等割、平等割の４方式から、所

得割、均等割、平等割の３方式にするこ

と、さらに令和１２年度に所得割、均等

割、平等割の賦課割合を統一することとさ

れました。 

そのため、本町においても資産割を廃止

し、賦課割合を段階的に北海道の基準にす

る必要があることから、現在、美幌町国民

健康保険運営協議会において御審議いただ

いているところであります。 

資産割の廃止により、２,７００万円ほど

の減収が見込まれており、減収分の全てを

均等割額、平等割額の増額で補うことは、

加入者の急激な負担増となるため、税率見

直しにおける激変緩和措置の財源として基

金を活用していきたいと考えております。 

２点目の子供の均等割額の減額拡大につ

いてですが、国民健康保険税の子供の均等

割額の減額につきましては、未就学児がい

る加入世帯の負担軽減を図るため、国の減

額措置導入に合わせ、本町においても令和

４年度から実施する予定です。 

加入世帯の人数で課税されている均等割

について、ゼロ歳から６歳までの未就学児

を対象に、均等割額を５割引き下げるもの

で、減額に伴う減収分は、国２分の１、北

海道４分の１、市町村４分の１の割合で負

担する予定となっております。 

基金を活用した子供の均等割額の減額を

１８歳まで拡大につきましては、北海道国

民健康保険運営方針に沿った保険税の算定

方式や、賦課割合の見直しを行う必要があ

ることから、美幌町独自の減額拡大につい

ては予定しておりませんが、子育て世代や

低所得者層への軽減措置の配慮や国庫負担

割合の引上げ等、引き続き町村会等あらゆ

る機会を通して、国と北海道に要望してま

いりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

次に、ワーケーション対応住宅につい

て。 

ワーケーション対応住宅の建設につい

て、１点目のみどりの村への建設を計画し

ましたワーケーション拠点施設建設整備事

業につきましては、事業内容及び手法を整

理することとし、町内のワークスペースや

宿泊施設・移住体験住宅を活用したワーケ

ーションを中心に、町と関係の深い企業や

興味を示していただいた企業と連携し、町

内の関係機関と協議をしながら進めてまい

りたいと考えておりますので、御理解をお

願いいたします。 

２点目の御提案をいただいた仮称ワーケ

ーション団地の建設につきましては、建設

には多額の費用がかかることや、整備の場

所や規模、さらには利用者のニーズ等課題
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が多く、費用対効果を含めて慎重な検討が

必要であり、現状としましては建設を考え

ておりませんので、御理解をお願いいたし

ます。 

以上、答弁をいたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 新型コロナ感染対

策について再質問をいたします。 

実は、美幌町内だけではなくて、オホー

ツク管内も含めて感染者の状況について

は、従来から個人情報の保護に配慮してと

いう前提のもとに、情報が入ってこないと

いう状況です。 

それで、私は個人個人が情報を知るとい

うことではなくて、自治体として感染症対

策をする上で必要なので、より詳しい情報

を知りたいという申入れは当然だというふ

うに考えています。 

どういう年齢層、あるいは、男女も含め

て、最近で言えば、１０歳代の感染が広が

っている。ワクチンを接種しているのか、

してないのか、入院ができているのか、入

院はできていないが、調整中で自宅待機を

求められているという基本的な情報につい

ては、当然、市町村として知らないといけ

ないと思うのですが、御答弁のように、感

染者数以外の状況については知らされない

ということだとすれば、私は、これはこれ

で大変重大な問題だと思うのですが、町長

がより詳しく、美幌町内での対策を進めて

いく上で必要なので、より詳しくというこ

とで求めても数以外は示さないということ

なのでしょうか。あるいは、知らされては

いるけれど、公表はしないでくれというこ

となのか、どうなのでしょうか。お聞きし

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 感染の状況につき

ましては、人数のみということでありま

す。 

道とそれから各自治体との協議の中にお

いては、それぞれ自治体の首長に対して

は、人数、年代、性別、それから治療、言

うならば、入院なのか、ホテルなのか、自

宅なのか。 

そこまでの情報を、町長のみに教えてい

ただいてはおります。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 必要最低限の情報

は、美幌町の行政としては把握されている

ということを意味するかと思います。 

そこでお伺いします。 

先ほど、９月７日現在で１６名、美幌町

で感染者が出ているということですが、昨

年、美幌町も含めて、オホーツク管内のデ

ータについては、拾えば出てくるというこ

とで、オホーツク総合振興局に確認をいた

しました。 

そうしますと、７月、８月、９月１２日

までの段階で、オホーツク管内には４９５

名の感染者が出ているのですが、昨年２月

に管内で初の感染者が出て以来、２０か月

の累計では９月１２日時点までで９４０名

に上るようです。 

２０か月を通して、７月、８月、９月１

２日、二月半近くで４９５名出ていますの

で、５２.６％は第５波で出ているというこ

とが明らかになっています。 

そこで、多分、美幌町も公表はされてい

ないけれど、急激に出ているのはそういう

ことだろうということで、類推するしかな

いので、とりあえず押さえておりますが、

この患者数、美幌町も含めて、北見市、網

走市を含めて、入院をするのであれば、多

分そういうところだろうと思うのですが、

管内の入院ベッドの空き状況については、

これはいかがでしょうか。 

入院状況、あるいは自宅待機者の割合だ

とか、それから、空き状況、今後発生した

ときにどうなるのかということを住民とし

ては知らなければいけない。知りたいとい
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うことで、これは個人情報には当たらない

と思うのですが、こういう感染に対する受

皿の状況については、現在どういう状況に

あって、逼迫しているのかどうか。あるい

は、十分余裕があるからとりあえず安心し

てくださいという状況にあるのか。 

この点はいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいまの管内

における入院状況ということでございます

が、こちらにつきましては、道のホームペ

ージで毎日報告されている中で、１日遅れ

になりますけれども、圏域別に全道６圏域

に分かれておりますが、オホーツク圏域と

いう形で、患者数、入院患者数、また宿泊

療養患者数、自宅療養者、また、調整中と

いう形の公表がされているところでござい

ます。 

９月１３日、月曜日の状況でございます

が、オホーツク圏域におきましては、患者

数が４６名、うち入院患者が１４名、宿泊

療養者数が１９名、自宅療養者が１１名、

調整中が２名という形になっておりまし

て、オホーツク圏域における入院患者の病

床数は１１８床、また、宿泊療養者の部屋

数は５６部屋ということで聞いております

ので、それから見ますと現在はまだ余裕が

あると捉えております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 見かけの数字は、

７月、８月、９月に入って大分感染が広が

ったということで心配しておりましたが、

入院等の受皿については、まだ心配しない

でよろしいですよと受け止めたいと思いま

す。 

そこで、１２歳未満の感染防止対策につ

いてお聞きいたします。 

感染力の強いデルタ株によって、１０歳

代以下の子供に感染が広がっているという

のは、厚生労働省が既に公表済みでござい

まして、関係者は大変心配をしているとい

うのは当然だと思います。従来の国の方策

から言えば、ワクチンを接種するから大丈

夫だと。 

しかし、ワクチン接種の対象外にある子

供たちに対してどうするかということで、

したがって、不安がある、あるいは、必要

なところについては、ＰＣＲ検査や抗原検

査などの定期的または頻回の実施が求めら

れると私どもは思っています。 

このことについては、実は自民党の中で

も同じ意見を持っておられる人がございま

して、元厚生労働大臣の塩崎さんは、この

ように言っているのです。 

いまだに症状がない人が希望してもＰＣ

Ｒ検査を実施されない。いつでも、どこで

も、何度でも、無料でというのが世界の主

流だけれど、どうしてか。 

与党の中からも疑問が出るという状況

で、しかも、町長も御存じのとおり、新型

コロナは感染しても症状が出ていないとい

うのは、統計的には４割ほどいる。症状が

出た、感染者が出たから何らかの処置をと

るというときには、既に感染が広がってい

るという状況です。 

しかも、２回接種しても感染するとい

う、どうしたらいいのかという状況の下で

必要なのは、重要な施設については、当然

定期的にＰＣＲあるいは抗原検査をやると

いうことが、これは塩崎さんの言葉を借り

て申し上げたのですけれど、これは町長も

同じ御意見ではないかと思うのです。いか

がでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） やる時期、それか

ら回数も含めて、どういう形でということ

であれば、もしやれるのであれば、それは

一般論として、大江議員がおっしゃるとお

りだと思います。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） ９月７日の道新に

道内の学校でクラスターが続発していると
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いうことで、デルタ株の影響について指摘

をしています。そして、専門家は対策の徹

底を求めている。 

対策とは何か。 

やはり検査をして、いち早く確認をし

て、隔離をするということ、それ以外のも

のももちろんありますけれど、基本だろう

と思います。 

町のホームページで出している新型コロ

ナウイルス感染症検査キットを配布します

ということで、対象者については、行政検

査の対象外の方で、教育施設または児童施

設に従事する方、生徒児童、その家族、た

だし、これ以降必ずただし書きが入りま

す。 

上記施設において、感染者または濃厚接

触者が発生した場合に限る。 

町内企業等の従業員、ここについても、

ただし、感染者または濃厚接触者が発生し

た場合に限る。 

町内に住所を有する方、ここでもただし

書きがあって、感染者または濃厚接触者と

同居の方に限るとなっています。 

全国ではもっと積極的に検査を広げると

いうことがやられていますが、特に私が心

配しているのは、２回接種してもうつると

いう方などへの対応はもちろん必要ですけ

れど、１２歳以下の子供たちは、そもそも

決め手になるであろうワクチンの接種が、

理由は別にしておいて、打たれない。 

打たれない方が、全く自覚できないで放

置されているこの状況に、大人としてそれ

でいいとは全くならないと思うのですが、

私は、検査キットをせっかく配布しようと

する意思があるのであれば、このただし書

きを取るべきではないか、そのように思う

のです。町長いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） １２歳未満のお子

さん方が放置されているという認識は、私

は持っておりません。 

美幌全体の現状をお話しすれば、私は皆

様の努力で、感染される方が本当に少ない

という自負を持っております。同じ規模の

ところと比較しましても、美幌は少ない。 

それは、それぞれ皆さんがコロナに感染

しないための努力をきちんとされていると

いうことだと思っています。 

私は、ワクチンを２回打ったから全てが

安全だとは思っておりません。 

それは大事な要素であるので、少しでも

接種率を上げて、高齢の方とか、基礎疾患

を持っている方が重症にならないというこ

とでもあるし、また、人にうつさない。 

でも、中にはどうしても打てなくて、ア

レルギーを持っているとか、そういうこと

でいけば全員が完全に打てないと私は思っ

ている中において、そういう見方をすれ

ば、子供たちにおいても国の方針が示され

ていませんけれど、１２歳未満の子供た

ち、周りを取り囲む親も含めて、地域の人

たちがいかに子供たちにうつさないかとい

う対策をしっかりやるべきだと思っていま

す。 

先ほど、ただし書きという話でありまし

たけれども、一般論としては、いつでも検

査ができる体制というのはそのとおりだと

思いますけれども、それを自治体単独でと

いうのは、私の今の考えとしては、そこま

で判断するという状況は持っておりませ

ん。 

まずは、感染があった場合に、そこから

の広がりを断ち切るということに対して積

極的に使っていくこと、現実にはそういう

対応をしていますけれども、子供たちが置

き去りにされているという見方ではないと

いうことだけは御理解いただきたいと思っ

ております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 心配しているの

は、美幌町の親だけではないと思いまし

て、できるだけ情報を集めるようにしてい

るのですが、接種対象外児童の家庭に抗原
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検査キットを配布するという県がございま

す。 

近くの町では、高校生以下に無料で検査

をする。家庭内感染を防ぐためにやられて

いるところは出ています。 

要は、費用も含めてやるという判断に首

長が立つかどうかということが問われてい

ると思います。 

そこで、もう少し範囲を広げて今見てい

るのですが、日本のワクチンの接種率は、

とりあえず５０％を超えたという状況で、

一見、１段階を超えたかのような宣伝がさ

れています。 

ところが、ごく最近の情報では、接種率

が８割でも感染が急増している国があっ

て、この国の保健の担当は接種率９割を大

幅に超えないと集団免疫は獲得されないの

ではないかと言っています。 

これは、こういうレベルの情報はたくさ

ん入ってきていますが、２回接種したのは

５割で一段落している国と、８割でも感染

が広がって、９割を超えないと大変だとい

うことで対策を練っている国と、天地ほど

の開きがあるのではないかと私は思いま

す。 

少なくとも心配がある御家庭について

は、検査キットを配布して不安をなくす、

感染していなければよかったと安心しても

らえるということを、私はこれからどんど

んやっていく必要があるのではないかと思

いますが、どうでしょうか。 

あわせて申し上げますが、日本の厚労省

自体が、第６波を見据えて体制の整備を進

めてくださいと、これはきのう大臣が言っ

ています。 

これから冬に向かって換気しづらい環境

になり、忘年会などの機会も増える。第６

波を見据えてしっかり体制整備をしないと

いけない。 

オホーツク管内では入院できないという

状況にはないということで、少し安心でき

ますけれども、しかし、感染の可能性は残

っているということで、感染の有無を定期

的あるいは必要な都度、検査ができるとい

うのは、これは国だけではなくて、自治体

にも当然求められていると思いますが、町

長いかがでしょうか。何とかなりません

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ワクチンの接種率

について、一部ではいろいろ言われており

ます。 

私は、やはり集団免疫を高めるために

は、接種を少しでも多くしていただきたい

という思いを持っております。 

ただ、ワクチン接種をしたとしても、感

染の度合いは変わらないという話が出たと

しても、方策として今やれることは、どう

いう形であればワクチンを打っていただい

て、接種率を上げるかということに私は全

力を尽くしたいと思っております。 

この頃は一生懸命やっていることに対し

て水を差すという話ではないのでしょうけ

れども、別にいろいろ言われる方、それか

ら報道がありますけれど、では、今何をや

らなければいけないかという話を考えれ

ば、私は感染者を増やさないためにワクチ

ン接種、繰り返しますけれども、町民の

方々に可能な限り、打てる方は打ってほし

いという最大の努力をしたいと思っていま

す。 

それから、検査キットの部分で、増やし

て自由に使えるという話でありますけれど

も、これはお金がかかる話でありまして、

本来、国とか道がどう考えるかということ

で、町長の判断でどうにでもなるというこ

とを言われればそういうことですけれど

も、感染を広げないためにどうするかとい

うこと、そのことを徹底することが先では

ないかと。 

ふだんより制約があり、今までの生活と

は変わる部分はあるのですけれど、日常手

洗いをするとか、家庭内でタオルを分ける

とか、感染が多いところ、市中感染がはや
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っているところに行った場合については、

自分の健康管理とか、それから、家族であ

っても関わりを様子を見るとか、そういう

ことをみんなでやっていけば、検査キット

よりもまずはそこを皆さんとやれるものは

やりたいと思っています。 

そうしないと、検査キットが配布される

から、安心だから好き放題に不特定多数や

感染地域に行って、検査キットで大丈夫だ

ったからセーフという考えは違うと思いま

す。 

許されるのであれば、いつでも受けられ

る環境ではあるのですけれども、しっかり

感染防止のための基本を美幌の町民の方々

はやっていただいている結果として、美幌

での感染者の発生が少ないと私は思ってお

りますので、そのことについては、今後も

引き続きしっかりと町民の方々に訴えてい

きたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 私は、町の対応に

ついて、当然やるべきことをやっておられ

ることについて異を唱えたことは全くない

です。 

その上で抜けている必要な部分があるの

ではないか。 

それは、やはり無自覚な状況の中でいつ

の間にか広がっていく、そういう特徴を持

ったウイルス感染に対して、感染していた

自覚をしていないけれど、感染していたと

いう方をできるだけ早く発見して隔離する

というのは、これは今私が話していますけ

れど、医療の第一線の人たちが共通して言

っているのです。 

先ほどの塩崎元厚労大臣の御発言を借り

れば、日本の政府がこの間やってきたこと

は、科学軽視も甚だしい。何で検査をする

ということを否定的に見るのか。 

これは厚労省の中で、検査をすることに

よって、あたかも感染が広がるかのよう

な、そういう説を唱えた方々がいらっしゃ

るのです。これが今日まで影響していると

思うのですが、イデオロギーの問題ではな

い。 

私は日本共産党として発言していますけ

れど、全くイデオロギーの問題ではない。

科学の問題だと。 

町長もその分野は違いますけれど、科学

的に物を見るという点で見れば、お金があ

ればやりたい。しかし、お金がないからで

きないと言う前に、その必要性について認

めてないのではないかと思うのですが、い

かがでしょう。 

やはり、不安がある人については、でき

るだけ費用を安くする方法も含めて、ぜひ

機会を持って、検査の実施をこの美幌町で

も広げていただきたいと思うのですが、最

後にいたしますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今の科学の問題と

いうことに対して、私が話したことがお金

の問題と聞こえたとするならば、それは訂

正させていただきたい。お金の問題ではな

いと思っています。 

その前にやるべきことをやる。必要なも

のがあるということを私は言いたいのであ

って、それは美幌の中において、市中感染

はどうかということを内部でもいろいろ情

報を集めて協議した中において、美幌だけ

ではなくて、私どもの生活圏には北見があ

りますので、北見とか、今連携を取ってい

るのは１市４町でいろいろな連携を取っ

て、この中での広がりをどうしようかと首

長たちと協議して確認を取ったりしており

ます。そういうことも含めてやっていく必

要があると私は思っております。 

そういう意味では、お金の問題で検査を

しないというふうに私の発言が受け止めら

れるのであれば、訂正をさせていただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 最後にしますと言
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ったので、最後にいたしますが、ワクチン

接種対象外に置かれている子供たちに対し

て、絶対に広がらない、その手だては今後

とも日々私も考えますが、ぜひ町長とし

て、より踏み込んでお考えいただきたいと

いうことを申し上げて、次に移ります。 

国保の減免について再質問いたします。 

基金活用によって国保税の引き下げをと

いうことを申し上げましたが、一つは、国

保加入者自身が大変厳しい状況に置かれて

いるということで、その一端が答弁として

示されました。 

今年の８月末時点で、重篤な傷病を負っ

た方は当然ですが、収入が減少した方を対

象に６０９万４,０００円の国民健康保険税

の減免が行われているということで、相当

数が影響を受けていると思うのですが、こ

の内訳をコロナによる影響で減免しました

という数字だけ、担当部でつかんでいれ

ば、お示しをいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 税務課長。 

○税務課長（菅 敏郎君） ただいまの議

員の御質問にお答えいたします。 

３４世帯、６０９万４,１００円というの

が、国民健康保険税に係るコロナウイルス

の部分の収入減少等に基づくものという形

になっております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 重篤な方について

は、この中に含まれていないということで

押さえていいですね。そういうことで進め

ていきたいと思います。 

従来からコロナによって収入が減った、

所得が減った業者に対しては持続化給付金

だとか、美幌町が進めている支援の方策で

大分潤っていると思います。 

同時に、それは国保加入者の課税所得に

反映するだろうというふうにも思います。

課税対象になりますので。 

そこで、これも数字の問題なので、担当

部にお聞きしたいのですが、この数年の国

保の課税所得の状況について、１年遅れで

表に出てくるということなので、今年、令

和３年の課税所得は、昨年１年間の加入者

の所得の状況を反映していると思うので、

令和２年の課税所得、令和３年の課税所

得、これを読み上げていただけませんでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 税務課長。 

○税務課長（菅 敏郎君） ただいまの御

質問にお答えいたします。 

令和２年度の総課税所得につきまして

は、５８億５,１６１万７,０００円。令和

３年度につきましては、５３億６,８６０万

４,０００円となっております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 昨年の加入者の総

所得は、前年対比で４億８,３００万円ほど

減っている。手当はされているけれど、減

っているという状況がこれで見えてまいり

ます。 

１人頭で言えば、５万３,０００円減って

いる。１世帯当たりでは１２万７,０００円

減っているというふうになるかと思いま

す。 

業者の方に聞きましたら、全然生活がよ

くなっていない、売上げが伸びないという

状況でありますので、多分令和４年度の総

所得も同じように推移するのではないかな

と。減少した状況で、減るのではないかと

いう感じをしているのですが、一つは、そ

れに対する町長の御認識を承りたいと思い

ます。 

あわせて、国の手当てがされているでし

ょうという方もたくさんいらっしゃるので

す。 

前年の所得が３０％以上減れば、国保は

減免になるというのは、結構町民の皆さん

にも知られている。 

その金額が、先ほど読み上げていただき

ました金額なので、ある程度はあるという

ことはありますが、しかし、国基準は、多
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分今年度については、はね返りがあるとい

うふうに思います。 

持続化給付金は、前年の所得の中には含

めないということですから、低いものと低

いものとの比較で３割いかないという状況

になってきます。 

それから、家族が経営者になっている場

合については、主たる生計の維持者ではな

いということで、対象から外されるなど、

現在の基準で救済されない方が結構いらっ

しゃいます。 

こういう点も含めて、私は町長にお尋ね

したいのですが、国保の置かれた状況につ

いては大変厳しいということをベースにし

て、ぜひ基金を今活用すべきときではない

かと。 

コロナが大変だというときに、国が措置

している救済制度があるから救われるとい

うふうには簡単にはならないということ

で、そこで、私は１人当たりの基金保有額

は、４万円を超えている。世帯別では６万

円を超えていると。 

この基金をごく短期間かもしれません

が、コロナの１年あるいは２年ということ

で積極的に活用して、税を引き下げるとい

う決断をするときではないかと思うのです

が、町長いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいま、大江

議員からコロナによって所得が減少してい

る中で、基金の活用をという御提案でござ

いましたけれども、先ほど答弁させていた

だきましたとおり、国の制度に基づきまし

た減免措置を行っているところでございま

して、今のところ町といたしましては、国

保だけではなくて、他の税、介護保険料等

も含めまして、国の基準に基づいた減免措

置を行っている中でございます。 

国保加入者だけ基金を活用してというこ

とでございますが、国保加入者につきまし

ては、先ほど大江議員からお話がありまし

たように、様々な事業者の支援等も行って

いる中で、売上げの減に対しまして措置を

しているところでございます。 

基金につきましても、減免という形でな

く、今おっしゃったとおり総所得が減って

きているということは、課税の税率がその

ままであれば、当然保険税の減収、金額も

税収も減りますので、道に納める納付金の

額が不足することがございます。 

国保基金の目的といたしましては、道に

納める納付金の不足額の調整財源という意

味合いもありますので、そちらで国保税が

減少した分は基金を活用して、税率を上げ

ないで対応していきたいという考えでござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 道の納付金額は、

全道市町村押しなべてではないかと思うの

ですけれど、令和３年度は下がってきてい

ます。 

若干基金を活用するということで、国保

税本体の引き下げ、あるいは減免状況の改

善など、そういうふうにお使いになってい

る町が出始めているということを最後に申

し上げて、ぜひ加入者の状況に即してお考

えいただきたいということを申し上げて、

私からの質問を終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、３番大江

道男さんの一般質問を終わります。 

以上で、一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１１時１５分といたします。 

午前１１時０２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 承認第１２号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 承認第

１２号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 
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直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書、３ペ

ージになります。 

承認第１２号専決処分の承認について御

説明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り次のとおり専決処分をしたので、同条第

３項の規定によりこれを町議会に報告し、

承認を求める。 

４ページをお開き願います。 

専決処分書。 

令和３年度美幌町一般会計補正予算（第

６号）について、美幌峠牧場牛舎前のり面

崩壊による応急修繕及び町有林作業用油圧

ショベル修繕のため急を要するので、地方

自治法第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分する。 

専決日は、令和３年８月１２日でありま

す。 

専決内容について御説明をいたしますの

で、５ページを御覧ください。 

令和３年度美幌町一般会計補正予算（第

６号）。 

令和３年度美幌町の一般会計補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１６２万２,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１

４億５４３万９,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

の１４、１５ページをお開き願います。 

６款農林水産業費、１項農業費、５目畜

産業費、３、牧野管理運営事業費の増、修

繕料５５万円につきましては、美幌峠牧場

の牛舎前ののり面の一部が崩壊したことか

ら、応急修繕を行うための費用になりま

す。 

台風９号から変わった温帯低気圧によ

り、８月９日から１０日にかけまして、町

内では１００ミリメートルを超える雨とな

りましたが、雨の影響により、牛舎前のの

り面の土砂が幅約１０メートルにわたって

崩れ落ちました。 

集乳車の走行に支障はないものの、のり

面の崩壊現場を放置した場合、今後の降雨

や来春の融雪期においてさらにのり面の崩

壊が進むことも予想されますので、速やか

に修繕経費を予算措置いたしたく、８月１

２日付で専決処分を行ったものでございま

す。 

のり面のさらなる崩壊を防ぐため、大型

土のうなどを使用した仮復旧とし、来年度

の当初予算におきまして、修繕費を計上の

上、完全復旧する予定でございます。 

次に、２項林業費、３目町有林管理費、

１、町有林造林事業費の増、修繕料１０７

万２,０００円につきましては、町有林作業

用の油圧ショベルの右側キャタピラ操作不

能に伴う修繕費用になります。 

町では、町有林の管理を行うため、グラ

ップル付油圧ショベルを保有し、伐採や植

林、間伐などの作業道の確保、林道の維持

補修に使用しておりますが、７月下旬以降

右側のキャタピラの駆動状態が悪いことか

ら、修繕業者に点検を依頼したところ、走

行減速機の破損が原因と判明したものでご

ざいます。 

本年９月以降に予定をしております企業

の森林に係る造林や植樹のための作業にお

いて、油圧ショベルが必要になりますの

で、走行減速機の交換修繕を行うために、

８月１２日付で専決処分を行いました。 

平成２５年に購入した中古重機でありま

すが、登録初年度は平成１５年のため、製

造から１８年目を迎えております。総稼働

時間は約２万時間と経年劣化が進んでおり

ますが、走行減速機の交換などにより当面

の使用は可能と判断し、今回緊急修繕を行

うものでございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの
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で、議案書の１２、１３ページにお戻りを

願います。 

２１款、１項、１目繰越金、１節前年度

繰越金１６２万２,０００円につきまして

は、今回の補正予算の財源といたしまし

て、前年度繰越金を充てるものでありま

す。 

なお、今回の補正後における繰越金の支

消残につきましては、６,８５４万１,００

０円となります。 

以上、承認第１２号専決処分の承認につ

いて御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） １５ページの農

業費、畜産業費、牛舎前ののり面崩壊につ

いて質問します。 

たしか、ワタミ牧場にこの牛舎を建てる

場所の土地についての契約をするときに、

今後のこういう補修工事だとか、こういう

ことが起きたときのお金がかかると。その

中で、美幌町がワタミからもらう地代金、

家賃が相当安いということで、多くの町民

も懸念したはずです。 

そのときには、こういう小破、大破どう

するかということをその都度やるという回

答があったと思います。たしか今から５年

前です。４年前かな。 

そのときに、今後道路の関係もあるとい

うことで、そういうことがないように適宜

管理して、ワタミと確認を取っていくと言

ったはずなのです。 

その後、たしか一昨年も取りつけ道路の

一部、春先の雪水で一部壊れましたよね。

それも牧場の雪が解けて崩壊したというこ

とで、今回またのり面となると、管理者側

としてどうだったのか。 

場所が分からないですけれど、建てた牛

舎のところだったら建てたほうの責任もあ

るし、そうでないのであれば、逆に美幌町

として、再度牧場敷地内全ての再点検を１

回すべきかなと。 

来年よりも、今年中に総点検するぐらい

の対応ができるのかどうか、お願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 今回の土地に

つきましては、事業用の定期借地権設定契

約を平成２９年３月２４日に締結してござ

います。 

平成２９年から平成６３年、令和３３年

３月３１日までの３４年間賃貸借を行うこ

ととしてございます。 

今回ののり面崩壊は災害でございまし

て、契約上の瑕疵担保原状回復義務返還に

は該当しないということで、本契約の定め

にない事項、両者協議する。 

あわせて、平成２８年にも台風によるの

り面崩壊が発生してございます。そのとき

にも貸し主として営農に支障を来さないと

いうことで、町が修繕をしてございます。 

前回、修繕を２か所したのですが、今回

はその間が崩壊したということで、今回の

のり面崩壊も災害ということで、町で修繕

を行うものでありますので、御理解をよろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） ですから、総点

検をして、いいところ、悪いところの確認

を取って、側溝をつくるなり、水はけ口を

つくるなり、何かの手当をやるのであれ

ば、早目にやったほうがいいのかなと。 

そのためには、今回しっかりした総点検

をすべき時期ではないですかという質問な

ので、総点検をする予定はないですかとい

う質問です。 

再度回答をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） おっしゃると

おりでございまして、今回は前回修繕した

２か所の間が崩れたということで、しっか
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り見直すように、次年度以降、上のほうの

水道ですとか、それらも含めてしっかりと

修繕するように、のり面全体にわたって点

検をしたいと、他の場所も含めて点検した

いと考えてございますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから承認第１２号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 同意第５号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 同意第

５号美幌町職員懲戒審査委員会委員の任命

についてを議題とします。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町長。 

○町長（平野浩司君） １６ページをお開

きください。 

同意第５号美幌町職員懲戒審査委員会委

員の任命について御説明申し上げます。 

本町職員懲戒審査委員会委員森一也氏、

久山祥子氏、小室保男氏は、令和３年９月

２９日をもって任期満了となりますので、

次の者を任命いたしたく、地方自治法施行

規程第１６条第５項の規定により、議会の

同意を求めるものでございます。 

氏名、森一也氏。 

住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

氏名、久山祥子氏。 

住所、生年月日については、議案に記載

のとおりでございます。 

氏名、小室保男氏。 

住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、同意第５号美幌町職員懲戒審

査委員会委員の任命についてを採決しま

す。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、同意することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、同意することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 諮問第２号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 諮問第

２号人権擁護委員候補者の推薦についてを

議題とします。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 議案１７ページを

お開きください。 

諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦に

ついて御説明申し上げます。 

人権擁護委員長岡敬幸氏は、令和３年１

２月３１日をもって任期満了となるので、

次の者を候補者として推薦いたしたく、人

権擁護委員法第６条第３項の規定により、

議会の意見を求めるものでございます。 

氏名、長岡敬幸氏。 

住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 
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○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、諮問第２号人権擁護委員候補

者の推薦についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、諮問のとおり適任とする意見に

賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、適任と答申するこ

とに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第５６号 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

５６号美幌町過疎地域持続的発展市町村計

画の策定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書１８ペ

ージになります。 

議案第５６号美幌町過疎地域持続的発展

市町村計画の策定について御説明を申し上

げます。 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法第８条第１項の規定に基づき、美

幌町過疎地域持続的発展市町村計画を別冊

のとおり定める。 

参考資料により御説明をいたしますの

で、参考資料の１ページをお開き願いま

す。 

資料１、議案第５６号関係。 

美幌町過疎地域持続的発展市町村計画の

策定について。 

策定目的でございますが、本町におきま

しては、人口減少率等の要件に該当するこ

とから、平成２６年度に過疎地域として指

定され、旧過疎法に基づいた市町村計画を

策定の上、過疎対策に取り組んできたとこ

ろでございます。 

旧過疎法は本年３月末までに失効し、４

月に新過疎法が施行されておりますが、引

き続き本町は過疎地域の指定を受けました

ので、新たに令和３年度から令和７年度の

５か年を計画期間とする美幌町過疎地域持

続的発展市町村計画を策定し、国の財政上

の優遇措置を活用の上、地域の持続的発展

に向けた取組を進めるものであります。 

計画内容につきまして、１点目、基本的

な事項として８項目を記載しております

が、そのうち本計画の重点項目について御

説明をさせていただきます。 

まず、（４）地域の持続的発展の基本方

針といたしまして、本町の最上位計画であ

る第６期美幌町総合計画に定める五つの基

本目標に沿って、過疎計画の施策を展開し

てまいります。 

次に、（５）の地域の持続的発展のため

の基本目標といたしまして、第６期美幌町

総合計画に定めるまちの将来像「ひとがつ

ながる、みらいへつなげる ここにしかな

いまち びほろ」を基本目標といたしまし

て、地域の持続的発展の実現を目指してま

いります。 

参考資料２ページになります。 

上段の（７）計画期間として、令和３年

４月１日から令和８年３月３１日までの５

か年といたします。 

次に、２点目の移住・定住・地域間交流

の促進、人材育成から、参考資料３ページ

の１３点目、その他地域の持続的発展に関

し必要な事項まで、以上の１２点につきま

しては、それぞれの分野ごとに現況と問題

点、その対策を示し、今後５年間に実施を

予定する事業を記載してございます。 

また、計画書の６９ページ以降には各施

策における過疎地域持続的発展特別事業、

ソフト事業の事業内容と事業主体、必要性

及び効果について記載をしてございます。 

なお、過疎計画に登載する事業につきま

しては、ハード６５本、ソフト１１６本、

合わせて１８１本となります。 
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本計画案につきまして議会の議決をいた

だければ、９月下旬に国へ過疎計画書を提

出できるよう準備を進めてまいりたいと存

じます。 

根拠法令は、過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法になります。 

以上、議案第５６号につきまして御説明

を申し上げました。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） １点だけ確認し

ます。 

７月１日から３０日までパブリックコメ

ントを出しましたけれど、この中で、過疎

計画等について行政で大きく再検討なり、

確認を取らないといけないようなパブリッ

クコメントがあったのかどうか。 

逆に言えば、パブリックコメントの中

で、なるほどと、これは言われてしまった

もんだとか、そういうようなものがあった

かどうかを含めてお願いします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 御答弁申し上

げます。 

今回パブリックコメントにつきまして

は、特段御意見をいただいてございません

ので、当初の予定どおり計画案を御提案申

し上げている次第でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５６号美幌町過疎地域

持続的発展市町村計画の策定についてを採

決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第５７号 

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

５７号美幌町情報公開条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（後藤秀人君） 議案書の

１９ページになります。 

議案第５７号美幌町情報公開条例の一部

を改正する条例制定について御説明申し上

げます。 

美幌町情報公開条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の４ペー

ジをお開き願います。 

資料２、議案第５７号関係。 

美幌町情報公開条例の一部を改正する条

例制定について。 

改正目的でございますが、オホーツク町

村公平委員会において、同委員会が管理す

る公文書に係る情報公開関係規定の整備を

行うことに伴い、その権限に属する事務の

管理及び執行に関する法律の適用について

は、それぞれの団体のものが適用されるこ

とから、条例上の実施機関に公平委員会を

位置づけするものです。 

改正内容は、条例第２条、定義中の実施

機関に公平委員会を追加します。 

なお、参考資料の５ページに新旧対照表

を添付しておりますので、御参照いただけ

ればと思います。 

根拠法令は、地方自治法。 

施行日は、公布の日からでございます。 

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行
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います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第５７号美幌町情報公開

条例の一部を改正する条例制定についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第５８号 

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

５８号美幌町個人情報保護条例の一部を改

正する条例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（後藤秀人君） 議案書の

２０ページになります。 

議案第５８号美幌町個人情報保護条例の

一部を改正する条例制定について御説明申

し上げます。 

美幌町個人情報保護条例の一部を改正す

る条例を次のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の６ペー

ジをお開き願います。 

資料３、議案第５８号関係。 

美幌町個人情報保護条例の一部を改正す

る条例制定について。 

改正目的でございますが、オホーツク町

村公平委員会において、同委員会が管理す

る公文書に係る情報公開関係規定の整備を

行うことに伴い、その権限に属する事務の

管理及び執行に関する法律の適用について

は、それぞれの団体のものが適用されるこ

とから、条例上の実施機関に公平委員会を

位置づけするものです。 

また、デジタル社会の形成を図るための

関係法律の整備に関する法律の施行による

個人情報保護法等の改正が行われたことか

ら、所要の改正を行おうとするものです。 

改正内容は２点ございますが、１点目

は、条例第２条、定義中の実施機関に公平

委員会を追加します。 

２点目は、個人情報の保護に関する法

律、行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律、独立行政法人等の保有する個

人情報保護に関する法律の３本の法律が統

合され、個人情報の保護に関する法律とな

ったことから、関係法令の名称等の改正を

行います。 

なお、参考資料７ページ以降に新旧対照

表を添付しておりますので、御参照いただ

ければと思います。 

根拠法令は、地方自治法及びデジタル社

会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律。 

施行日は、公布の日からでございます。 

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第５８号美幌町個人情報

保護条例の一部を改正する条例制定につい

てを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第５９号 

○議長（大原 昇君） 日程第９ 議案第

５９号美幌町特定個人情報保護条例の一部
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を改正する条例制定についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（後藤秀人君） 議案書の

２１ページになります。 

議案第５９号美幌町特定個人情報保護条

例の一部を改正する条例制定について御説

明申し上げます。 

美幌町特定個人情報保護条例の一部を改

正する条例を次のように制定しようとす

る。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の９ペー

ジをお開き願います。 

資料４、議案第５９号関係。 

美幌町特定個人情報保護条例の一部を改

正する条例制定について。 

改正目的でございますが、オホーツク町

村公平委員会において、同委員会が管理す

る公文書に係る情報公開関係規定の整備を

行うことに伴い、その権限に属する事務の

管理及び執行に関する法律の適用について

は、それぞれの団体のものが適用されるこ

とから、条例上の実施機関に公平委員会を

位置づけするものです。 

また、デジタル庁設置法及びデジタル社

会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行による個人情報保護法等の

改正が行われたことから、所要の改正を行

おうとするものです。 

改正内容は、３点ございます。 

１点目は、条例第２条、定義中の実施機

関に公平委員会を追加します。 

２点目は、個人情報の保護に関する法

律、行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律、独立行政法人等の保有する個

人情報保護に関する法律の３本の法律が統

合され、個人情報の保護に関する法律とな

ったことから、関係法令の名称等の改正を

行います。 

３点目は、デジタル庁の設置に伴い、実

施機関が保有している保有特定個人情報に

ついて、その内容に訂正があった場合の提

出先が、総務大臣から内閣総理大臣に変更

になったことからその改正を行います。 

なお、参考資料１０ページ以降に新旧対

照表を添付しておりますので、御参照いた

だければと思います。 

根拠法令は、地方自治法、デジタル庁設

置法及びデジタル社会の形成を図るための

関係法律の整備に関する法律。 

施行日は、公布の日からでございます。 

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第５９号美幌町特定個人

情報保護条例の一部を改正する条例制定に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第６０号 

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 議案

第６０号美幌町ゆうあいセンター条例の一

部を改正する条例制定についてを議題とし

ます。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議案の２２ペ

ージをお開きください。 

議案第６０号美幌町ゆうあいセンター条

例の一部を改正する条例制定について御説

明申し上げます。 

美幌町ゆうあいセンター条例の一部を改
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正する条例を次のように制定しようとす

る。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１２ページ

をお開き下さい。 

資料５、議案第６０号関係。 

条例名は省略させていただきます。 

改正目的でありますが、福祉団体の活動

拠点としているゆうあいセンターにつきま

して、旧田畠医院に移転することとし、改

修費について予算をお認めいただいたとこ

ろですが、９月１４日に改修工事が完了

し、１０月１日よりワークセンターぴぽろ

新町あすなろ、美幌町地域活動支援センタ

ーよりみちの活動拠点として供用開始する

ことから、今回所在地についての改正を行

おうとするものです。 

改正内容ですが、美幌町ゆうあいセンタ

ーの位置を、現在の美幌町字新町１丁目３

７番地の２から旧田畠医院の所在地である

新町２丁目３番地の１へ改正するもので

す。 

新旧対照表につきましては、１３ページ

を御参照いただきたいと思います。 

施行日は、令和３年１０月１日でありま

す。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

２番藤原公一さん。 

○２番（藤原公一君） 今回の条例改正

は、住所の変更だけと書かれておりますけ

れども、美幌町ゆうあいセンター条例の全

文を読んだときに、第１条に町民の保健、

衛生の向上と障害者等の福祉の増進を図る

ためという部分があります。 

今回、新しい住所に移るときには、障が

い者２団体しか入らないので、この第１条

の条文を改正したほうがいいのではないか

という部分と、第５条の（２）に集団的に

又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそ

れがある組織及びという文面があるのです

けれども、その辺も含めて今回見直したほ

うがいいのではないかという意見ですが、

どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） ただいまの御

質問でございますけれども、そのような記

述は確かにございます。 

今回、移転する団体につきましては、先

ほど説明いたしましたワークセンターぴぽ

ろと美幌町地域活動支援センターの２団体

となってございますが、今後この施設を未

来永劫この団体で使うことにはならない。

いろんな可能性があるという思いがござい

ます。 

その観点から、既存の条例の条文につい

ては、そのまま残すということでございま

すので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今後、これは貸し

館機能も残すという考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 福祉団体の活

動拠点としては使用するのですけれども、

類似した他の団体が同居する可能性が全く

ゼロではないと言いますか、今後の利活用

方法を含めて、条例についても見直しを進

めたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいまの条例

の中にあります設置目的及び使用の制限に

つきましては、今回、旧田畠医院に移ると

いうことで、位置の指定だけでございます

が、今後利用状況を見まして、条例の改正

を検討したいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） 私は、藤原議員
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とは別に、現在ゆうあいセンターを利用し

ている団体は、それぞれ行政からいろんな

機関に移転するお話がありました。 

その進捗状況について、滞りなく進んで

いて、条例で言えば９月３０日でなくなり

ますから、全部移転が完了するのだと思い

ますけれども、その辺の進捗状況につい

て、問題なく進んでいるのか。 

特定の団体では移転について物理的に難

しくて、現在のゆうあいセンターに残って

いながら、１０月１日を超えて移転にまだ

時間を要するようなことがないのかどう

か、その辺だけお尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいまの上杉

議員の御質問は、ゆうあいセンターに入居

している団体の移転状況ということでござ

います。 

ただいま説明させていただきましたとお

り、ワークセンターぴぽろ、地域活動支援

センターよりみちにつきましては、１０月

１日から新しい旧田畠医院、今回条例を改

正します新ゆうあいセンターに移転をいた

します。 

それ以外に美幌地区保護司会、母子育児

相談所ピアにつきましては、しゃきっとプ

ラザに、保護司会は８月末に引っ越して事

務所を移転しておりますし、ピアについて

も同じく移転を済ませております。 

残る団体といたしましては、シルバー人

材センターがございますが、こちらにつき

ましては、１０月１日にマナビティーセン

ターに移転するということで、ただいま移

転準備を進めておりますので、これでゆう

あいセンターを利用していた団体は９月末

をもちまして全て移転をするということに

なっておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第６０号美幌町ゆうあい

センター条例の一部を改正する条例制定に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第６１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 議案

第６１号美幌町過疎地域における固定資産

税の課税免除に関する条例の制定について

を議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 議案の２３ペ

ージでございます。 

議案第６１号美幌町過疎地域における固

定資産税の課税免除に関する条例の制定に

ついてを御説明申し上げます。 

美幌町過疎地域における固定資産税の課

税免除に関する条例を次のように制定しよ

うとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１４ページ

をお開き願います。 

資料６、議案第６１号関係であります。 

制定目的でありますが、この条例は令和

３年３月３１日に旧過疎法が失効し、令和

３年４月に施行された過疎地域の持続的発

展の支援に関する特別措置法、いわゆる新

過疎法に基づき、製造業、情報サービス業

等、農林水産物等販売業、旅館業（下宿は

除く）の用に供する設備の取得等をしたも

のに対して、固定資産税の課税免除を行う

ことにより、事業者への支援を行い、企業

立地の促進、雇用の拡大及び投資促進によ

る経済の活性化を図ることを目的に制定し
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ようとするものであります。 

制定内容でありますが、第１条、趣旨

は、本条例の制定趣旨を規定してございま

す。 

第２条、課税免除は、条例本文では、過

疎地域の持続的発展の支援に関する特別措

置法第２４条の地方税の課税免除または不

均一課税に伴う措置が適用される場合等を

定める省令を準用しており、具体的には、

課税免除の対象となる要件、３年間課税免

除を行うことを規定しております。 

①対象業種は、製造業、情報サービス業

等、農林水産物等販売業、旅館業（下宿は

除く）であります。 

情報サービス業等とは、情報サービス

業、インターネット附属サービス業、通信

販売、市場調査業などでございます。 

農林水産物等販売業とは、町内において

生産された農林水産物または当該農林水産

物を原料もしくは材料として製造・加工も

しくは調理したものを店舗において、主に

他の地域の者に販売することを目的とする

事業であります。 

②の取得の日は、令和３年４月１日から

令和６年３月３１日まで。 

③取得要件は、５００万円以上。 

ただし、製造業または旅館業は資本金の

額等が５,０００万円から１億円以下の法人

は１,０００万円以上、資本金の額等が１億

円超である法人は２,０００万円以上となり

ます。 

④の対象となる設備投資は、取得または

製作もしくは建設であり、建物等について

は、増築・改築・修繕または模様替えのた

めの工事による取得または建設を含むもの

となります。 

ただし、資本金の額等が５,０００万円超

である法人は、新設・増設のみとなりま

す。 

第３条は、課税免除の申請に係る規定、

第４条は、課税免除の取消しに係る規定、

第５条は、事業承継による課税免除措置の

承継に係る規定、第６条は、規則への委任

について指定しております。 

根拠法令等は、過疎地域の持続的発展の

支援に関する特別措置法及び地方税法であ

ります。 

施行日は、公布の日とし、令和３年４月

１日からの適用とするものでございます。 

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） 端的に１点だ

け。 

現行の法律、現行の部分の延長かと思う

のですけれど、この法律ができてから、美

幌町内の業者の対応先が多かったのか、少

なかったのか。 

それと、その中において、結構厳しかっ

たと思うのですけれど、今回の改定によっ

て、何か緩和されることがあるのかどう

か、これだけお願いします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問でございますけれども、現行の旧

過疎条例といいますか、そちらの課税免除

の対象になっている企業の対応といいます

か、対象となった企業数ということかと思

いますけれども、本町におきましては、食

料品の製造業者の企業数がございますの

で、そちらのほうで数社は本年３月３１日

までに設備などを取得した企業の方が御利

用されておりますので、こちらの事業者に

対する効果はあったと認識してございま

す。 

２点目の新過疎条例におきまして、緩和

された部分があるのかということでござい

ますけれども、本年３月３１日までとして

いました旧課税免除の条例におきまして

は、対象業種が製造業、農林水産物等販売

業もしくは旅館業（下宿営業を除く）とい

うことになってございまして、こちらが新
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設、増設となってございました。 

取得要件につきましては、取得価格の合

計額が２,７００万円を超えるものとなって

ございましたけれども、先ほど、経済部長

から御説明させていただきましたとおり、

新条例におきましては、対象業種が、先ほ

どの製造業などに続きまして追加されまし

たのが、情報サービス業など、また、こち

らにインターネット付随サービス業等など

が含まれることと、対象となる設備投資に

つきましては、旧条例の新設・増設のほか

に追加されたのが、取得または製作もしく

は建設を追加としてございまして、こちら

は資本金の額等が５,０００万円を超える法

人については、新設・増設のみでございま

すが、追加となってございます。 

また、取得価格の要件としましては、資

本金額によりますけれども、最低要件が資

本金の額５,０００万円以下の場合は、製造

業、旅館業（下宿営業を除く）の場合は、

５００万円以上が取得価格の下限となって

おりますので、緩和されたと認識しており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第６１号美幌町過疎地域

における固定資産税の課税免除に関する条

例の制定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

暫時休憩します。 

再開は、１３時２０分といたします。 

午後 ０時０２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第６２号 

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第６２号令和３年度美幌町一般会計補正予

算（第７号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書２５ペ

ージになります。 

議案第６２号令和３年度美幌町一般会計

補正予算（第７号）につきまして御説明を

申し上げます。 

令和３年度美幌町の一般会計補正予算

（第７号）は、次に定めるところによる。 

今回の補正は、新型コロナウイルス感染

症対策として、地方創生臨時交付金を活用

した事業を追加するほか、ふるさと寄附金

に係る関連経費などについて予算計上しよ

うとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１億４,９１４万５,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１１５億５,４５８万４,０００円とす

る。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の変更につきましては、

第２表地方債補正により御説明いたします

ので、２８ページをお開き願います。 

第２表、地方債補正。 

１段目の団体営土地改良事業は、事業費

の増加に伴い、その財源を地方債に求める

もので、限度額を８４０万円から４００万

円増額し、補正後の限度額を１,２４０万円

といたします。 

２段目の町道整備事業は、今年度の社会

資本整備総合交付金の内示額が要望額を下
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回ったことから、その財源を地方債に求め

るもので、限度額を２億３０万円から１,６

５０万円増額し、補正後の限度額を２億１,

６８０万円といたします。 

なお、地方債の補正後の総額につきまし

ては、下段に記載のとおり、９億８,７０３

万４,０００円となります。 

次に、議案書の３６、３７ページをお開

き願います。 

３、歳出になります。 

２款総務費、１項総務管理費、５目企画

費、１、政策推進事業費の増、４,９６６万

４,０００円につきましては、ふるさと寄附

金の増収を見込んでの増額補正となりま

す。 

印刷製本費の１１万円は、ふるさと納税

の特設サイトＰＲ用ポストカードを増刷す

るための経費になります。 

昨年１,０００枚を作成いたしましたが、

在庫がわずかとなりましたので、新たに２,

０００枚を作成いたします。 

次の広告料１１２万２,０００円につきま

しては、ウェブ広告の追加経費のほか、新

たに首都圏を運行する鉄道車両の広告費用

を計上いたします。 

ふるさと寄附金の増収を図るため、当初

予算におきまして、ポータルサイトのトッ

プページに掲載するウェブ広告２回分を措

置いたしましたが、その効果が見受けられ

ますので、今回広告に係る費用を追加いた

します。 

手数料の５１万９,０００円と、業務等委

託料、ふるさと寄附金募集受付業務委託料

２,０９９万７,０００円につきましては、

４月から７月の寄附金の累計額が前年度の

約１.６倍と好調なことから、必要経費を追

加いたします。 

今年度のふるさと寄附金を６,０００万円

と見込み、当初予算において必要経費を措

置いたしましたが、増収を見込める状況に

あることから、寄附総額を当初の６,０００

万円から１億円に上方修正し、必要な予算

を措置するものでございます。 

次の積立金２,６９１万６,０００円は、

ふるさと寄附金の増収を見込んだ増額のほ

か、７月１４日、置戸町に在住の溝井弘一

様から、叔母御夫妻が生前美幌町にお世話

になったお礼にと１,０００万円の御寄附が

ございましたので、ふるさとづくり基金に

積立てを行います。 

なお、参考資料１５ページ、資料７に、

基金の年度末予定残高を掲載しております

ので、後ほど御参照いただければと思いま

す。 

このページの中段になります。 

７目の交通安全費、１、交通安全対策推

進事業費の増、積立金８,０００円は、７月

３０日、町内在住の匿名の方から交通安全

活動の推進に役立ててほしいと７,５００円

の御寄附がございましたので、交通安全推

進基金へ積立てを行います。 

その下の１１目諸費、１、防災対策事業

費の増、機械器具５４３万５,０００円は、

災害発生時に開設する避難所の感染防止対

策として、地方創生臨時交付金を活用し資

機材を購入するための予算計上になりま

す。 

感染対策に係る資機材を３年間で購入す

るもので、今年度につきましては、避難所

６か所に配備を計画しておりますジョイン

トスクリーン９５基、テント型パーティシ

ョン７０基を購入いたします。 

下段になります。 

３款民生費、１項社会福祉費につきまし

ては、次のページをお開き願います。 

３目高齢者福祉費、８、介護保険特別会

計負担事業費の増、繰出金、介護保険特別

会計繰出金１０６万７,０００円につきまし

ては、職員の時間外勤務の増加に伴いまし

て、その財源を一般会計から負担するもの

でございます。 

その下の５目障害福祉費、３、障害者自

立支援事業費の増、償還金利子及び割引料

２,２５７万９,０００円は、令和２年度の
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障がい児入所給付費等国庫負担金などの額

の確定に伴う返還金になります。 

中段の２項児童福祉費、１目児童福祉総

務費、１、児童福祉事務費の増、償還金利

子及び割引料５３３万円は、令和２年度子

どものための教育・保育給付交付金等の額

の確定に伴う国庫返還金及び道費返還金に

なります。 

その下の２目保育園費、１、美幌保育園

管理運営事業費の増、消耗品費１万円につ

きましては、７月１２日、町内在住の匿名

の方より、保育園のために役立ててほしい

と１万円の御寄附がございましたので、絵

本を購入するための予算計上になります。 

次に、４款衛生費、１項保健衛生費、１

目保健衛生総務費、２、子ども医療費助成

事業費の増、償還金利子及び割引料３９万

３,０００円は、令和２年度の療育・医療給

付費国庫負担金の額の確定に伴う返還金で

ございます。 

下段の２目予防費、２、予防接種事業費

の増、事務事業協力報償４０万円につきま

しては、ワクチン集団接種の１０月実施に

係る看護師の報償費といたしまして、５日

分を予算措置いたします。 

次の広告料９３万３,０００円は、地方創

生臨時交付金を活用して、感染防止対策に

係る情報発信の強化を図るための経費にな

ります。地元の情報誌に掲載する８回分の

広告料を措置いたします。 

次に、議案書の４０ページ、４１ページ

になります。 

１番上の施設維持管理委託料、集団接種

会場清掃委託料１０２万円につきまして

は、ワクチン集団接種の会場として使用し

ておりますコミュニティセンターとしゃき

っとプラザにつきまして、接種完了後に床

面の洗浄とワックス塗布を行うための経費

になります。 

その下の４、健康づくり事業費の増、業

務等委託料、健康管理システムプログラム

改修委託料１５２万９,０００円につきまし

ては、検診結果の情報につきまして、国の

定める標準的な様式に対応するためなどの

経費になります。 

次に、２項清掃費、１目塵芥し尿処理

費、３、ごみ処分場維持管理事業費の増、

業務等委託料、一般廃棄物中間処理施設広

域化検討業務委託料７６万３,０００円は、

斜網ブロック１市５町において、ごみの中

間処理施設整備の可能性を検討するための

調査費になります。 

広域処理の協議に当たりまして、中間処

理量を調査・把握の上、中間処理施設の処

理能力を設定する必要がございますので、

そのための事前調査費用になります。 

次に、中段の５款労働費、１項、１目労

働諸費、１、労働対策事業費の減、修繕料

１８万９,０００円につきましては、職業訓

練センター、労働会館の給湯室配水管の修

繕費用になります。 

次に、６款農林水産業費、１項農業費、

６目農地費、３、団体営土地改良事業費の

増、修繕料１,８９１万６,０００円につき

ましては、国営かんがい排水事業で整備を

いたしましたリールマシンをオーバーホー

ルするため、当初予算におきまして１０台

分の修繕料を予算計上いたしましたが、資

材価格の高騰と今年度の整備台数が５台追

加となりましたので、所要額について追加

をするものでございます。 

１番下、２項林業費は、次のページにな

ります。 

上段の２、林業推進事業費の増、積立金

２００万３,０００円は、森林整備協定に基

づく寄附金を未来への森林づくり基金へ積

立ていたします。 

内訳でございますが、８月１６日、株式

会社宮田建設様より２万３,０００円を、８

月３１日、石上車輌株式会社様より１９８

万円をそれぞれ御寄附いただいてございま

す。 

次に、７款商工費、１項商工費、２目商

工業振興費、１、商工業振興推進事業費の
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増、補助金の２行目になります。 

新型コロナウイルス対策事業者支援金３,

５００万円につきましては、新型コロナの

影響により、本年７月から９月まで３か月

間の売上げが２０％以上減少した事業者に

対し、従業員数に応じて支援金を交付する

事業になります。 

４月から６月までの売上げが２０％以上

減少した事業者を対象に支援金を交付する

事業を実施いたしましたが、コロナの収束

を見通せない状況下にありますので、引き

続き事業者支援に取り組もうとするもの

で、今回申請の予定を２５０件と見込み、

３,５００万円を予算措置いたします。 

その下の２、商工業活性化促進事業費の

増、補助金、プレミアム商品券発行事業補

助金１７２万５,０００円につきましては、

当初予算に計上したスマッピーカードプレ

ミアム商品券発行事業の１回目、８月実施

分が新型コロナの経済対策として、北海道

が実施主体となる補助事業に採択されまし

たので、今年度の事業に係る商品券の発行

枚数を追加して実施しようとするものでご

ざいます。 

次に、３目観光費、１、観光振興事業費

の増、消耗品費２９万７,０００円の減と、

その下の業務等委託料、自然学校業務委託

料１７０万円の減につきましては、ワタミ

株式会社様からの企業版ふるさと納税を活

用し開催を予定しておりました自然学校

が、新型コロナの影響により中止となった

ことによる予算の整理になります。 

その下の積立金５００万円につきまして

は、株式会社新宮商行様より、本町に対し

観光施策の推進を目的に、企業版ふるさと

納税の申出がございましたので、ふるさと

づくり基金に積立てをいたします。 

新宮商行様におかれましては、古梅の国

道沿いに研修施設を所有されております

が、その施設を活用した体験型観光の取組

を希望されております。 

つきましては、企業版ふるさと納税を財

源に令和４年度の実施に向けまして、今後

関係団体との協議を進めていく予定でござ

います。 

次に、議案書４４、４５ページになりま

す。 

１０款教育費、１項教育総務費、３目教

育振興費、１、教育振興事業費の増、庁用

備品３４３万２,０００円は、地方創生臨時

交付金を活用し、美幌高等学校の新１年生

にタブレット端末を貸与するための経費に

なります。 

ＩＣＴ教育推進による学習環境の充実、

保護者の負担軽減と生徒募集活動の強化を

目的とした新たな取組になります。 

来春の入学予定者を８０名と見込み、奨

学給付金の対象世帯分を除き、タブレット

端末６５台を購入する予定でございます。 

次に、中段から下の４項社会教育費、５

目図書館費、３、図書館活動促進事務費の

増、消耗品費の５万円につきましては、５

月１８日、美幌仏教団様より５万円の御寄

附がございましたので、仏教文庫の充実を

図るため、図書を購入するものでありま

す。 

このページの１番下になります。 

５項保健体育費、２目体育施設費、１、

屋内体育施設維持管理事業費の増、手数料

７０万９,０００円でございますが、ＰＣＢ

含有安定器の廃棄物処分に係る手数料の増

額になります。 

当初予算におきまして、廃棄処分する安

定器１９０キログラム分の手数料を計上い

たしましたが、手数料の算定に際し、保管

用の指定容器２３キログラム分の計上が漏

れてございました。つきましては、今回漏

れていた分の手数料を追加するものでござ

います。 

次に、議案書４６、４７ページになりま

す。 

２、屋外体育施設維持管理事業費の増、

庁用備品１９０万９,０００円は、リリー山

スキー場ロッジにおけるリフト券購入時の
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感染防止対策といたしまして、地方創生臨

時交付金を活用し、券売機１台を購入する

費用になります。 

次に、１２款職員給与費、１項、１目職

員給与費、１、職員給与支給事務費の増、

その他手当１３９万７,０００円は、ワクチ

ンの集団接種の１０月実施に係る職員の時

間外勤務手当などになります。 

なお、１０月の集団接種につきまして

は、毎週日曜日の午前中、計５回の実施を

予定してございます。 

その下の会計年度任用職員給与支給事務

費の増、１１１万９,０００円は、１１月以

降、来年３月までの間、ワクチン接種の電

話対応等に従事する職員１名を任用するた

めの費用などになります。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、議案書の３２、３３ページにお戻りを

願います。 

２、歳入になります。 

１４款分担金及び負担金、１項分担金、

１目農林水産業費分担金、１節の農業費分

担金１８９万１,０００円は、歳出で御説明

いたしましたリールマシンのオーバーホー

ルに係る事業費の増加に伴い、団体営土地

改良事業分担金が増額となります。 

次の１５款使用料及び手数料につきまし

ては、新町１丁目の現ゆうあいセンターを

９月末で閉鎖し、新町２丁目へと移転する

ことになりますが、利用団体の一部が他の

施設へ移転するため、施設使用料に係る予

算を整理いたします。 

中段の１６款国庫支出金、２項国庫補助

金のうち、１目総務費国庫補助金、１節の

総務管理費補助金３８０万円のほか、説明

欄に記載の国庫補助金４件につきまして

は、感染の防止と事業の継続等を支援する

ため、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を活用するための予算措置

になります。 

なお、今回の補正により、令和３年度に

配分される地方創生臨時交付金の全額を財

源充当することになります。 

次に、下段の１７款道支出金、２項道補

助金、４目の農林水産業費道補助金、１節

の農業費補助金１,３０５万２,０００円

は、リールマシンのオーバーホールに係る

事業費の増加に伴い、農業水路等長寿命

化・防災減災事業補助金が追加になるもの

でございます。 

次に、議案書の３４、３５ページになり

ます。 

１９款寄附金、１項、１目、１節一般寄

附金、５,３０１万１,０００円のうち、１

行目の一般寄附金の増、８,０００円は、７

月３０日、町内在住の匿名の方から交通安

全活動の推進に役立ててほしいと７,５００

円の御寄附をいただいてございます。 

２行目のふるさと寄附金の増、５,０００

万円につきましては、７月までの寄附金の

累計額が前年度対比約１.６倍と好調なこと

から、当初予算において見込んだ６,０００

万円を１億円に上方修正するほか、７月１

４日、置戸町在住の溝井弘一様から叔母御

夫妻が生前美幌町にお世話になったお礼に

と１,０００万円の御寄附をいただいたもの

でございます。 

３行目の企業版ふるさと寄附金の増、３

００万３,０００円につきましては、まず、

当初予算に計上したワタミ株式会社様から

のふるさと納税につきまして、新型コロナ

の影響により自然学校の開催が中止になっ

たことから、１９９万７,０００円を減額い

たします。 

また、歳出で御説明いたしましたが、株

式会社新宮商行様より、観光施策の推進を

目的に５００万円の企業版ふるさと納税の

申出がございましたので、差引き３００万

３,０００円を歳入予算に追加するものでご

ざいます。 

次に、２目民生費寄附金、２節児童福祉

費寄附金、１万円は、７月１２日、町内在

住の匿名の方より保育園のために役立てて

ほしいと１万円の御寄附をいただいていま
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す。 

３目農林水産業費寄附金、１節林業費寄

附金、２００万３,０００円につきまして

は、森林整備協定に基づく御寄附といたし

まして、８月１６日、株式会社宮田建設様

より２万３,０００円を、８月３１日、石上

車輌株式会社様より１９８万円をそれぞれ

御寄附いただいております。 

４目の教育費寄附金、２節社会教育費寄

附金、５万円につきましては、５月１８

日、美幌仏教団様より仏教文庫の充実に役

立ててほしいと５万円の御寄附をいただい

ております。 

中段の２１款繰越金、１項、１目、１節

前年度繰越金、４,８５８万７,０００円に

つきましては、今回の補正予算の財源とい

たしまして、令和２年度決算に係る繰越金

を充てるもので、今回の補正後における繰

越金の支消残につきましては、１,９９５万

４,０００円となります。 

次に、２２款諸収入、５項、５目、１節

雑入、５０万１,０００につきましては、説

明欄に記載のとおりであります。 

２３款町債につきましては、第２表地方

債補正により御説明をしてございますの

で、説明を省略させていただきます。 

以上、議案第６２号令和３年度美幌町一

般会計補正予算（第７号）につきまして御

説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 何点かございま

す。 

まず１点目が、３７ページ、２款、１

項、５目企画費、政策推進事業費のうち広

告料１１２万２,０００円、首都圏の鉄道車

両のウェブ広告が好調だったということ

で、２回分補正したということです。年度

当初にお話を聞いていると思うのですけれ

ど、失念しましたので教えていただきたい

のですが、まず、首都圏の鉄道車両の広告

ということで、中づり広告、ディスプレー

といろいろあると思うのですけれど、ウェ

ブということで、多分ディスプレーかと思

うのですが、これはＪＲなのか、都営地下

鉄なのか、あるいは私鉄なのか、いろいろ

交通機関があると思うのですけれど、どの

鉄道なのか。 

また、２回分ということで、１回の期間

がどのくらいなのか。 

広告期間とか、誰が契約して、依頼をす

るのかという、その辺の詳細について教え

ていただきたいのが１点目。 

２点目が、４１ページの４款、１項、２

目の予防費で、健康管理システムプログラ

ム改修委託料１５２万９,０００円、これは

検診結果の反映するところを直すというこ

とでしたけれども、その前の３９ページ

に、健康管理システム改修委託料、これは

ワクチンデータをマイナンバーに紐づけす

る改修ということでお聞きしたのですが、

これが違うものなのか、同じものなのか、

もし同じものだとすれば、一緒に改修でき

ないのかというのが２点目です。 

次に、３点目が４１ページの６款、１

項、６目農地費、修繕料１，８９１万６,０

００円のうち、リールマシンの整備を１０

台から１５台に増やした。あとは単価が上

がったことにより増やしたということで、

１台当たり大体２５０万円から３００万円

ぐらいの修繕料という計算になると思うの

ですが、新品の値段と、平成１４年ぐらい

に導入していると思うのですが、何年ぐら

いもつ機械なのか、これについて教えてい

ただきたいと思います。 

次に、４点目、４３ページ、７款、１

項、３目観光費のうち、積立金５００万円

です。 

企業版ふるさと寄附金ということで、新

宮商行様から寄附をいただいたということ

で、基金として積立てますと。 

それで、令和４年に新宮商行様の研修施
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設を活用して、体験型の観光を実施すると

いうことですが、企業版ふるさと納税を使

って寄附をいただいて、この研修施設を使

うときに施設の使用料が発生するのか、も

し施設の使用料が発生すると、寄附をもら

ってまた使用料を払うという形になりま

す。それがルール上ありなのかどうかとい

うことです。 

最後に４５ページの１０款、１項、３目

の庁用備品３４３万２,０００円で、美幌高

校の令和４年度の新入学生のタブレット６

５台分を購入するということですが、来年

度、令和４年度、令和５年度の入学者まで

必要になってくると思うのですけれど、そ

れも来年度の当初予算で準備していくの

か、それから更新時期も当然来ると思うの

です。今後もこの支援を続けるという気持

ちがあって、今回この補正を組んだのか。 

大きく５項目について説明いただければ

と思います。 

○議長（大原 昇君） 政策課長。 

○政策課長（斉藤浩司君） １点目の広告

費について御説明いたします。 

現在考えています広告につきまして、電

鉄の問合せだと思いますが、ＪＲではな

く、京成電鉄で考えております。 

おおむね成田から上野までの千葉県、ま

た、京成電鉄ですので、都営浅草線とか、

いろいろ乗り入れております。大体、千葉

県を含めて７路線が走っております。 

広告の場所ですけれども、電車の中のド

アの横が１か所、それとドアの上の部分、

ドアが開閉する上の部分のツインステッカ

ーと言いますけれど、そこを想定しており

ます。 

また、貼る内容については、ドアの横に

ついては１０車両、電鉄のほうでたくさん

車両を持っていますので、１回の車両につ

いて大体１枚を１０車両、また、ツインス

テッカーについては４０枚を大体４０セッ

トということで考えております。 

期間につきましては、契約後、年度末ま

で、来年３月末までということで、今回は

通常ではあり得ない安価で募集が来ていま

したので、ぜひこれに乗りたいということ

で御提案させていただいております。通常

はこれ以上かかっております。 

ほかの路線の高い部分については、なか

なか広告費が高いということもあって、効

果のあるものを選ばせていただいておりま

す。 

契約については、町と京成電鉄の広告を

受けている会社との契約になろうかと思い

ます。 

もう１点、ウェブ広告については、イン

ターネットのふるさと納税のポータルサイ

トがございますけれども、その中の広告を

何回か打っていますが、期間によって、特

別な期間を設けて打っておりまして、これ

までは広告を打てば収入も上がってくると

いうこともあって、ウェブ広告について

は、今後、楽天等の希望するポータルサイ

トに合わせて広告を打っていきたいと考え

ていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） ウェブ広告と鉄道

車両は別の話だったのですね。一緒だと思

ったものですから申し訳ありません。 

この鉄道車両の広告は、今回が初めての

事業ということでよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 政策課長。 

○政策課長（斉藤浩司君） 今回初めて取

り組むものでございます。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 戸澤議員

の御質問にお答えいたします。 

予防接種事業費の健康管理システム改修

委託料、こちらは健康管理システムからコ

ロナワクチンのデータをマイナンバーに取

り込む作業であります。 

次のページの健康づくり事業費のシステ

ム改修ですが、こちらは成人健診だとか、
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がん検診だとかのデータをマイナポータ

ル、マイナンバーのシステムに取り込む事

業ということで、がん検診、成人健診は毎

年やっている作業でありまして、時期がず

れているという部分はあるのですが、一緒

に契約、発注できないかという御質問であ

りますが、それぞれ補助の対象が別々とい

うのがまず１点ありまして、それに当た

り、それぞれ業者から見積りを取った中

で、パッケージ費用だとか、登録の対応と

かぎりぎりまで下げられる部分は下げる中

で見積りを取って価格をそれぞれ出してお

ります。 

発注は補助金がそれぞれ別々ということ

もありまして、どうしてもそれぞれパッケ

ージ費用がかかるということで、最低限の

価格を今回予算で計上しております。 

以上であります。よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 別々なものという

認識でよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） ものは

別々であります。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（田中三智雄君） リール

マシンの関係でありますけれども、新品は

幾らかという御質問ですけれども、物によ

るのですけれど、大体１,３００万円ぐらい

ということであります。 

あと、どれぐらいもつか、耐用年数とい

う形になりますけれども、そちらについて

は手持ちの資料がありませんので、後ほど

確認しましてお答えしたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） 御質問の

企業版ふるさと寄附金ということで、新宮

商行様より御寄附いただける５００万円の

積立ての部分でございますけれども、令和

４年度の事業ということで、今後進めてい

きたいと考えておりますが、御質問の施設

の使用料が発生した場合、町もしくは使用

された団体で支払うのか、寄附をもらって

いるけれども払うのかということですけれ

ども、こちらは本年４月から８月、古梅に

あります新宮商行研修所ですとか、オンラ

イン会議で４回ほど打合せをさせていただ

きました。正直申し上げまして、使用料で

すとか具体的な内容につきましては、これ

からということで話をさせていただいてお

ります。 

利用料につきましては、話が出ている中

では、実費負担分ということで、例えば光

熱水費ですとか、燃料費、清掃料、そうい

ったものが発生すると思うのですけれど

も、それらにつきましては負担をすること

になろうかと考えてございますけれども、

ふるさと納税寄附金を使った利益誘導型の

ものではないので、経費にマージンを上乗

せしてお支払いすることは今のところ新宮

商行様のほうではお考えではないとはお伺

いしておりますけれども、今後、古梅研修

施設等を生かした体験型観光を進めるに当

たって、また、団体等も含めて進めてまい

りたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 企業版ふるさと納

税ということで、企業にとっては寄附する

ことによっていろんなメリット、優遇措置

が受けられます。 

なおかつ、企業からいただいた寄附金を

元に、例えば使用料を払って、そこの研修

施設を借りてやるということは、企業にと

っては二重で優遇を受ける形になるのかな

と思ったものですから、ルール上は問題な

いということでよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） ルール上

の話でございますけれども、例えば、寄附
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をいただいた事業者から物を買うとか、そ

ういった部分につきましてはルール上はま

ずいという認識をしております。 

施設の使い方につきましても、不特定多

数の方々が使うような、そういった団体が

これからどう使うのかでありますけれど

も、そういったどなたに使っていただくと

いう部分もまだ固まっていない状況になっ

ておりまして、基本的には使った方が水道

代ですとか、電気代ですとか、そういった

実費分につきましては問題ないと認識して

おりますけれども、いずれにしましても、

各団体なり、町が使わせていただくときに

調べながら、誤りのないよう行ってまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 美幌高校

へのタブレット端末の貸与についてであり

ます。 

今回、補正予算で計上させていただきま

したのは、令和４年度新入生分のみという

ことでありますので、その後につきまして

は、令和５年度、６年度それぞれの年度の

当初予算で計上して支援していきたいと考

えております。 

また、機器の更新の時期でありますけれ

ども、小中学校の義務教育と同様に６年サ

イクルを基本で考えておりますので、令和

１０年度から１２年度でまた整理をしてい

きたいと考えています。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） ４３ページの観

光費の１、観光振興事業費の増、積立金の

５００万円のことで、新宮商行の建物を使

えるということで、これからだというので

すけれど、一般質問でもワーケーションの

関係がありまして、こういう施設そのもの

に今どういうものがついているかわからな

いですけれど、観光なのか、いろんな研修

会なのかとありますけれど、施設の整備、

ネット環境の充実だとか、プリンターを置

くだとか、プロジェクターを置くだとか、

会議用の設備を置くだとか、そういうとこ

ろについてはこの５００万円の中で用意す

るのか、新宮商行が用意するのか。それと

も、美幌町の政策の中で検討に入るのか。 

そういうことをしっかりやっておいたほ

うが、せっかく使える建物を有効利用でき

るかなと。ぜひ、設備の充足を図るべきだ

と思うのですけれど、５００万円に対する

中身をどのように考えているのか、もし考

えていることがあれば、再度説明してくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問でございますけれども、古梅の新

宮商行様の施設の用途といたしまして、建

物を使わせていただく場合ということで、

当初はワーケーションも含めて、各企業、

団体の不特定多数の方々が使えればありが

たいということで相談をさせていただいた

ところだったのですけれども、民間の施設

でございますので、新宮様のほうで不特定

多数の方に使っていただくのはまだ早いと

いうお話をいただいたところです。 

今考えておりますのは、町の事業の中で

体験型観光といいますとサイクルツーリズ

ムですとか、古梅の付近を生かしたもの、

屈斜路カルデラトレイルルートの活用です

とか、そういった体験型観光を活用する際

に、施設も含めて活用させていただければ

ということで、例えば休憩の際とか、あと

は木を使ったツリーイングですとか、そう

いったものが可能であれば使わせていただ

ければということで御相談をさせていただ

いております。 

いただいた５００万円を施設のワーケー

ション用のテレビとか、モニターとか、

机・椅子ですとか、そういったものに使う

ということは今のところ考えておりませ

ん。 
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また、新宮様は、現在、建物の改修を独

自でされておりまして、トイレですとか、

流し、キッチンといった部分を改修されて

おりまして、基本的には会社の方々の研

修、社員の研修に使うことで、新宮様とし

てはそれをまず考えてございますので、町

としましては、各団体が使っていただくよ

うな内容については、繰り返しになります

けれども、各団体等と内容を詰めながら、

使い方について新宮様と一緒に考えてまい

りたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 具体的な使用

については、ただいま課長が申し上げまし

たとおり、これから新宮商行と十分詰めて

いきたいと思っております。 

最初の御意向といたしましては、施設を

町で有効利用していただきたいという思い

の中から今回の寄附が始まってございま

す。 

新宮様の意向としましては、４年間で５

００万円ということで、本年度から４年

間、寄附をいただけることで意向を伺って

おりますので、来年度以降、十分使用の形

態について詰めていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 新宮商行の意向

があるということなのでいいのかなと。 

新宮商行は美幌唯一の天然林の山を持っ

ていて、そこには一般町民は入れないです

けれど、森林認証の町として、そういう新

宮商行の持っている森が近辺にありますの

で、林務からそういうアピールだとか、あ

とは材の関係も含めて、地元の木材関係の

人たちと提携できる、そういう仕組みがこ

の施設からも何か発信できればいいと思っ

ていますので、それについても、今後どう

いう取組をするか後日御報告願えればと思

っていますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 新宮商行につきま

しては、経済部長のときからお付き合いが

あって、町長になったときに社長にお話を

させていただきました。 

前から非常に気になっていて、地元で使

えるような環境、それから、ＦＳＣで新宮

商行は私どもとパートナーでやってきたこ

ともあって、もう少し町民の方々も含め

て、地元と何かできないかというお願いを

してきました。 

その中で、新宮商行も美幌に行って研修

所を使っていきたい。それだけではもった

いないので、何とか活用してほしいという

中においては、皆さんにオープンにしてと

はいかないので、町として使い方をいろい

ろ考えて、今度はそれを維持することを含

めたときに何かいい方法がないかというこ

とで、企業版ふるさと納税という制度があ

りますというやり取りをさせてもらいまし

た。 

町の思いもしっかり伝えた中で、毎年５

００万円を４年間ですから、２,０００万円

を町に寄附いただいた中で、いろいろなプ

ログラムを考えていきましょうというのが

今の状況であります。 

今回お預かりして積立てをした中で、令

和４年度以降どういう形で、かつ、新宮商

行様もそれをうまく活用できる方法を細部

を詰めて事業実施、そして、これからも新

宮商行様に関わっていただけるよう努力を

していきたいと思いますので、御理解をよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 私は、３７ペー

ジの政策推進事業費の広告料と、それか

ら、３９ページの予防接種事業費の健康管

理システム改修委託料、それから、４１ペ

ージのごみ処分場の一般廃棄物中間処理施

設広域化検討業務委託料についてお尋ねし

たいと思います。 
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まず３７ページ、先ほど戸澤議員の質問

に対してお答えしていましたが、京成電鉄

は７路線あるということで、全ての路線な

のか、あるいは、成田と都内までの１路線

なのか、路線を何路線で考えているのかと

いうことを教えていただきたいのと、広告

料のウェブ広告と鉄道車両の広告費用がそ

れぞれいくら予算計上になるのか、その辺

のところをお教えください。 

それから、３９ページの健康管理システ

ムは、先ほど接種データをマイナンバーに

取り込みたいということでしたけれども、

美幌町のマイナンバーの発行状況がどの程

度なのか。 

３点目、４１ページの一般廃棄物の１市

５町で広域で検討をするということで、中

間処理施設としてどんなごみの種類を想定

しながら検討していくのか、その辺につい

てお尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 政策課長。 

○政策課長（斉藤浩司君） まず１点目の

広告費について御説明いたします。 

京成電鉄につきましては、先ほど御説明

いたしました７路線走っていますが、１車

両ごとにそれぞれの路線を全て走る予定で

ございます。 

今考えているのは、京成電鉄で持ってい

る８０車両のうち４０車両に貼ります。そ

の車両が、日によって走る日もあれば、メ

ンテナンスをする日もあります。 

それぞれの路線を走りますので、その貼

ったものを１回１回動かすわけにはいきま

せんので、その路線を動かすということで

全体的に走ると思います。場合によって

は、京成電鉄の中では都営浅草線とか、そ

ういったものも乗り入れしていますので、

一部走る可能性はございます。 

あと、先ほどの内訳でございますが、京

成電鉄に係る広告費については、来年３月

までの期間で２４万２,０００円。これはス

テッカーをドア横やツインステッカーを貼

って、全て貼っても２４万２,０００円とい

うことでございます。 

また、ウェブ広告は、１１月、１２月の

２回を予定していて、こちらのほうが高い

ですが、１回当たり４４万円で２回分とい

うことで、８８万円を予定してございま

す。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） ２点目の御質

問のマイナンバーカードの発行状況につき

ましては、手元に資料を持ち合わせており

ませんので、後ほど御報告させていただき

たいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） わかりました。 

マイナンバーカードの美幌町の発行状況

はわかりませんけれど、政府はいろんな方

法でポイントをつけたりしながらやってい

ますけれど、普及がいまいち進んでいない

ということですから、せっかくいろんな情

報、こういうデータを取り込むにしても、

対象の町民が利用していないとなると一部

の人のデータだけということになるので、

ぜひ普及促進も含めて、この補正予算で言

うべきことではないですけれども、後ほど

議会が終わってからでも結構ですので、普

及率を教えていただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（後藤秀人君） マイナン

バーカードの発行枚数ですけれども、令和

３年８月末で５,３６９枚になっておりま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） ごみ処分

場の中間処理のどのような可能性があるか

という御質問だったかと思いますが、現

在、斜網ブロックで行っている中間処理

は、焼却、それから堆肥化となってござい

ます。 
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実際に、広域でどのような中間処理をし

ていくかということは今後の協議になりま

すので、ほかにもいろんな可能性を探って

いくということで協議が進んでいるところ

ですので、現在はどれというのはまだ決ま

っていない状態でございます。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 町ではごみ問題

について、住民の皆さんに説明会をしてい

ますので、そういう状況についても、焼却

と堆肥化をすることを含めてそれらが視野

に入っているということですので、町で行

っているいろんな説明会の中でも、その辺

の状況を丁寧に説明しなから、住民のニー

ズ、声を拾いながら、広域での検討の中に

反映できるように取り組んでいくべきかと

思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

農林政策課長。 

○農林政策課長（田中三智雄君） 先ほど

の戸澤議員の御質問のリールマシンの関係

ですけれども、法定耐用年数は７年となっ

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第６２号令和３年度美幌

町一般会計補正予算（第７号）についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時２５分といたします。 

午後 ２時１４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時２５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第６３号 

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第６３号令和３年度美幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（後藤秀人君） 議案書の

４９ページになります。 

議案第６３号令和３年度美幌町国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）につきま

して御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、過年度国庫

負担金等の確定に伴う返還金の補正でござ

います。 

令和３年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ９９５万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６

億２,６９３万６,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、５８、

５９ページをお開き願います。 

３、歳出。 

３款国民健康保険事業費納付金、５款保

健事業費につきましては財源調整でござい

ます。 

７款諸支出金、１項償還金及び還付加算

金、９９５万５,０００円の増額につきまし

ては、令和２年度一般被保険者の療養給付

費確定に伴うものでございまして、保険給
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付費等普通交付金７７２万６,０００円、保

険給付費等特別交付金１６４万２,０００

円、災害等臨時特例補助金５８万７,０００

円の返還金でございます。 

次に、歳入につきまして御説明いたしま

すので、５６、５７ページをお開き願いま

す。（「説明省略」と発言する者あり） 

以上で、説明を終了させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第６３号令和３年度美幌

町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第６４号 

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 議案

第６４号令和３年度美幌町介護保険特別会

計補正予算（第２号）についてを議題とし

ます。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議案の６１ペ

ージをお開き願います。 

議案第６４号令和３年度美幌町介護保険

特別会計補正予算（第２号）について御説

明申し上げます。 

今回の補正につきましては、職員時間外

手当の増額及び過年度国庫負担金等の確定

に伴う返還金等の補正でございます。 

令和３年度美幌町の介護保険特別会計補

正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１,３７０万３,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２０億７,４５０万６,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、７０ペ

ージ、７１ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項、１目一般管理費、そ

の他手当１０６万７,０００円は、実績見込

みによる職員の時間外手当を増額するもの

でございます。 

その下、２款保険給付費、１項介護サー

ビス等諸費につきましては、財源調整でご

ざいます。 

その下、５款諸支出金、１項、２目償還

金１,２６３万６,０００円の増につきまし

ては、令和２年度介護給付費負担金及び交

付金の確定に伴う返還金でございます。 

次に、歳入につきまして御説明いたしま

す。（「説明省略」と発言する者あり） 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第６４号令和３年度美幌

町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 
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◎日程第１５ 認定第１号から 

   日程第２０ 認定第６号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 認定

第１号令和２年度美幌町一般会計歳入歳出

決算認定について、日程第１６ 認定第２

号令和２年度美幌町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第１７ 

認定第３号令和２年度美幌町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第１８ 認定第４号令和２年度美幌町介

護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第１９ 認定第５号令和２年度美

幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について、日程第２０ 認定第６号令和２

年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出

決算認定について、以上６件を一括議題と

いたします。 

お諮りします。 

本件については、６人の委員をもって構

成する一般会計等決算審査特別委員会を設

置して、地方自治法第９８条第１項の権限

を委任し、これに付託の上、閉会中の継続

審査とすることにいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、認定第１号令和２年度美幌

町一般会計歳入歳出決算認定から認定第６

号令和２年度美幌町個別排水処理特別会計

歳入歳出決算認定までについては、６人の

委員をもって構成する一般会計等決算審査

特別委員会を設置して、地方自治法第９８

条第１項の権限を委任し、これに付託の

上、閉会中の継続審査とすることに決定し

ました。 

お諮りします。 

ただいま設置されました一般会計等決算

審査特別委員会の委員については、美幌町

議会委員会条例第７条第２項の規定によ

り、２番藤原公一さん、３番大江道男さ

ん、９番稲垣淳一さん、１１番上杉晃央さ

ん、１２番松浦和浩さん、１３番馬場博美

さん、以上６人を指名したいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しました６人

の方を一般会計等決算審査特別委員会委員

に選任することに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２１ 認定第７号から 

   日程第２２ 認定第８号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第２１ 認定

第７号令和２年度美幌町水道事業会計決算

認定について、日程第２２ 認定第８号令

和２年度美幌町病院事業会計決算認定につ

いて、以上２件を一括議題といたします。 

お諮りします。 

本件については、６人の委員をもって構

成する企業会計決算審査特別委員会を設置

して、地方自治法第９８条第１項の権限を

委任し、これに付託の上、閉会中の継続審

査とすることにいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、認定第７号令和２年度美幌

町水道事業会計決算認定及び認定第８号令

和２年度美幌町病院事業会計決算認定につ

いては、６人の委員をもって構成する企業

会計決算審査特別委員会を設置して、地方

自治法第９８条第１項の権限を委任し、こ

れに付託の上、閉会中の継続審査とするこ

とに決定しました。 

お諮りします。 

ただいま設置されました企業会計決算審

査特別委員会の委員については、美幌町議

会委員会条例第７条第２項の規定により、

１番戸澤義典さん、４番髙橋秀明さん、５

番木村利昭さん、６番伊藤伸司さん、７番

坂田美栄子さん、８番岡本美代子さん、以
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上６人を指名したいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しました６人

の方を企業会計決算審査特別委員会委員に

選任することに決定しました。 

暫時休憩します。 

再開は、１５時といたします。 

休憩中に、両決算審査特別委員会を開催

し、正副委員長の互選をお願いいたしま

す。 

午後 ２時３６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時００分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告をいた

します。 

休憩中に開催された両決算審査特別委員

会において、委員長及び副委員長の互選が

行われ、その結果報告が議長の手元にまい

りましたので報告します。 

一般会計等決算審査特別委員会の委員長

に上杉晃央さん、副委員長に藤原公一さ

ん。 

企業会計決算審査特別委員会の委員長に

戸澤義典さん、副委員長に伊藤伸司さん。 

以上のとおり互選された旨の報告があり

ました。 

暫時休憩します。 

再開は、１５時３０分といたします。 

午後 ３時０１分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２３ 意見書案第８号 

○議長（大原 昇君） 日程第２３ 意見

書案第８号特別支援学校の実効ある設置基

準の策定及び特別支援学級の学級編制標準

の改善を求める意見書についてを議題とし

ます。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２４ 意見書案第９号 

○議長（大原 昇君） 日程第２４ 意見

書案第９号安全・安心の医療・介護の実現

と国民のいのちと健康を守るための意見書

についてを議題とします。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 
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したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２５ 意見書案第１０号 

○議長（大原 昇君） 日程第２５ 意見

書案第１０号コロナ禍による厳しい財政状

況に対処し地方税財源の充実を求める意見

書についてを議題とします。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２６ 意見書案第１１号 

○議長（大原 昇君） 日程第２６ 意見

書案第１１号国土強靱化に資する社会資本

整備等に関する意見書についてを議題とし

ます。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２７ 意見書案第１２号 

○議長（大原 昇君） 日程第２７ 意見



 

－ 140 － 

書案第１２号コロナ禍における農畜産物の

消費拡大及び高温・干ばつによる農作物被

害対策を求める意見書についてを議題とし

ます。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２８ 報告第１０号 

○議長（大原 昇君） 日程第２８ 報告

第１０号健全化判断比率について。 

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１０号健全化判断比率につ

いては、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２９ 報告第１１号 

○議長（大原 昇君） 日程第２９ 報告

第１１号資金不足比率について。 

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１１号資金不足比率につい

ては、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３０ 報告第１２号 

○議長（大原 昇君） 日程第３０ 報告

第１２号放棄した債権の報告について。 

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１２号放棄した債権の報告

については、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３１ 報告第１３号 

○議長（大原 昇君） 日程第３１ 報告

第１３号令和２年度教育委員会の主な事務

の管理及び執行状況の点検・評価の報告に

ついて。 

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

１１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） 配付されている

別冊２に、各施設の利用状況を丁寧に報告

いただいているのですが、１ページ目、２

ページ目と同じように、３ページ以降につ

いて、できれば来年以降、前年の実績を記

載いただきますと２か年間の比較ができま

すので、ぜひ御検討いただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） ただいま御意

見をいただきましたので、来年度以降その

ような形で対応させていただきたいと思っ
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ております。 

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） それでは、報告第

１３号令和２年度教育委員会の主な事務の

管理及び執行状況の点検・評価の報告につ

いては、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３２ 報告第１４号 

○議長（大原 昇君） 日程第３２ 報告

第１４号専決処分の報告について。 

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） これは、田中の町

道第５４９号の破損ということで報告があ

りました。 

車の破損はわかりましたけれども、道路

のグレーチング及び側溝の状況はどうだっ

たのか。 

それと、見回り、パトロールはどのよう

な体制で、今までも見ていたと思うのです

けれども、見落としがなかったのか。 

お願いします。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 御質問に

お答えいたします。 

事故当時のグレーチング、それから道路

の側溝の状況ですが、劣化によりまして若

干ゆがみが発生している状態で、そのグレ

ーチングの片側を通行したときに、もう片

方が跳ね上がったものが車の下部に刺さっ

てオイルパンを破損したという状況になっ

てございます。 

パトロールにつきましては、随時、毎日

という形では全路線は回れませんが、少な

くとも大雨、ある程度の雨が降った後には

作業員４班体制と、私どもでも班編成をし

まして、町内の郊外、市街地合わせて路線

を全部回っている状況でございます。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） グレーチングはす

ごく硬いので、１回や２回くらいでは跳ね

上がらないと思うのです。 

ですから、今後の対応状況を教えていた

だきたいのと、他の場所もこういう状況が

なかったのかどうか。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） グレーチ

ングにつきましては、今後の修繕でボルト

締めをして止めるような形で修繕していき

たいと考えてございます。 

他の地区につきましては、その後も農道

地区を回ってございますが、現在のところ

そのようなグレーチングは見つかっていな

いという報告を受けております。 

○議長（大原 昇君） ほかにありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） それでは、報告第

１４号専決処分の報告については、これで

終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３３ 報告第１５号 

○議長（大原 昇君） 日程第３３ 報告

第１５号例月出納検査報告について（５月

～７月分）。 

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１５号例月出納検査報告に

ついて（５月～７月分）は、これで終わり

ます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３４ 閉会中の継続調査に 

ついて 

○議長（大原 昇君） 日程第３４ 閉会
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中の継続調査についてを議題とします。 

各委員長から会議規則第７５条の規定に

よって、お手元に配付した印刷物のとおり

申出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申出のとおり、閉会中の継

続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、各委員長から申出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本定例会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、令和３年第７回美幌町議会定例

会を閉会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後 ３時４３分 閉会   
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